
地域ケアサ - ビスQB 質的評価をこ関する

応頗的研究

( 課題番号 1 4 5 7 2 2 0 7)

平成 1 4 年度 - 1 5 年度科学研究費補助金

基盤研究(c)(2)研究成果報告者

平 成 1 6 年 3 月

研究代表者 宮 崎 美 砂 子

( 千葉大学看護学部教授)



目 次

はじめに ･ ･ ･
･

- I
I

･ ･
- ･

･
･ ･ - ･ I ･ - ･ ･ ･ - ･ I ･ - ･ 1

調査 1 : 介護支援専門員
･

居宅介護支援事業者と行政保健師との連携

(その 1 ) - 訪問者護ス テ ー

シ ョ ンからみた連携の実態
-

-

調査 2 : 介護支援専門員
･ 居宅介護支援事業者と行政保健師との連携

(その 2 ) - 市町村保健師か らみた連携の実態 -
･ - - ･

調査 3 : 介護支援専門員 ･ 居宅介護支援事業者と行政保健師との連携

(そ の 3 )
- まとめ -

1 ･ I ･ I . - ･ I - I ･ ･ -
･

5

1 7

3 3

調査 4 : 関係機関 ･ 職種との連携に関する基幹型在宅介護支援センタ ー に属する

看護職の役割 一 看護職者3 名 へ の聴き取り調査からの分析
-

- - - 3 7

調査 5 : 文献事例報告からみた地域ケアサ ー ビス の質の評価にかかわる連携の実態
-

行政保健師の関与した連携事例 - - ･ I
I ･ ･ - - ･ ･ ･ ･ - 4 9

総括 ｡ ･ I ･ I ･ - ･ - ･ ･ ･ - - - ･ I I -
- - - ･ I - 5 7



は じめ に

l . 研 究目的

在宅療養者 に提供される個々 の ケアサ
ー ビ ス

の 質は ､ 提供され る るケア技術の 適切性や ､ ケ

アサ ー ビス の 受け手と担い手との 信頼関係 ､ 療

養 ･ 生活環境条件な どの 要素によ っ て規定され

る. しか し こ れら個々 の ケアサ
-

ビス を地域を

単位とし て みた場合, そ の 質は ､ ケアサ
-

ビ ス

の 継続性 ･ 連続性 ･
一 貫性 ､ 並びにケアサ ー ビ

ス の総合性 ･ 柔軟性 ､ さらにはケア提供に関わ

る人 々 の 主体性 ･ 責任性などの 要素が極め て重

要とな ると考えられ る｡

本研究 の 目的は ､ 地域にお い て提供 される個

々 の ケ アサ
ー

ビス を , 地域を単位と したケア シ

ス テム の観点か ら質的に評価し
､ か つ そ の 発展

を方向づ ける評価指標並びに評価方法を明らか

にする こ とである｡

本研究で は､ 実践に活用可能な応用性 の 高い

評価指標並びに評価方法を明らか にする こ とを

目指して い る｡ そ の場合 ､ 基本となる の は , 地

域ケアサ
-

ビス の 受け手 である療養者や そ の 家

族の ニ ー ズ充足の 観点か ら の評価 で ある o した

が っ て , 地域ケアサ
ー ビ ス を必要とする療養者

及び家族の もつ 事例性を本研究 で は重視する o

介護保険制度開始以降､ 要介護認定を受けた

者に対して は､ 地域内 の様々 なケ アサ
ー ビス が

提供されるよう にな り､ 実際に, 介護保険にか

かわるケアサ
ー

ビス の 利用者数並びに利用件数

は年々 増加傾向にある ｡ しか し果たし て ､ そ れ

ら の ケアサ
ー ビス 利用が ､ 個々 の 療養者及び家

族 の ケア及び生活の 質の 充足に対して , どの よ

うな成果を もたら して い るかは ､ 充分な検討を

要する課題である ｡

本研究 で は ､ 介護保険制度開始以降 の現時点

にお い て , 療養者と家族の 個別の ケア及 び生活

の 質の充足にかかわる , 地域を単位 としたケア

サ
ー ビス の 質を最も規定するとも の とし て ､

｢ ケ

ア従事者 の 連携+ に焦点をあてる o ケ アサ ー ビ

ス を必 要とする個別事例に対するケア従事者同

士 の連携 の 実態を複数の 調査から明らか し
､ そ

れ を通 して ､ 地域ケアサ ー ビス の 質を評価する

指標並 びに方法を検討する｡

調査を企画する にあた り, 特に ､ 保健所及び

市町村に所属する行政保健師の 関与する連携の

事象を調査対象に取り上 げる ｡ そ の 理 由は､ 行

政保健師は従来よ り, 地域住民全体の 健康と生

活に責任を も つ 立場から ､ 個々 の 療養者及びそ

の 家族 の 個別 の ケ ア ニ
ー ズの 充足 を 図るため

に, 現有 の資源を創意工夫 しながら適用 した り ､

また不足 して い る資源に対 して は資源 を創出す

る活動を同時に行 っ たりしながら ､ 地域を単位

としたケアサ
ー

ビス の充足及び改善にかかわ っ

て きた経過がある ｡ 介護保険制度が運用されて

い る現在で は ､ む しろ行政保健師の 関与しな い

状況下 で ､ 介護支援専門員を中核 としてケア従

事者同士 の様々 な連携が日常的に数多く行われ

て い る状況にある ｡ しか しそ の ような状況の 中

で も, 行政保健師に連携が求められる事例には ､

地域ケアサ ー

ビ ス の質の充実及 び改善にかかわ

る問題状況が 内在するも の と推察する ｡

以上よ り本研究で は
.

, 行政保健師の 関与する

ケア従事者同士 の連携 の実態を調 べ る こ とを通

して ､ 地域ケ アサ
ー ビ ス の質の評価にかかわる

指標並びに方法を追究する ｡

本報告書の構成

以下に示す調査 1 - 調査 5 により構成し
､ 研

究目的を追究した｡

各調査の 概要及び成果に つ い て述 べ る ｡

調査 1 : 介護支援専門員
･ 居宅介護支援事業者

と行政保健師との連携 ( そ の 1 ) - 訪問者護ス

テ
ー

シ ョ ンからみた連携の 実態 -

訪問者護ステ ー シ ョ ンが過去 2 年間に行政保

健師に連携を求め た事例飼査を中心に ､ 行政保

健師との 連携に対する問題認識､ 行政保健師と

の連携に対する期待を訪問者護ステ
-

シ ョ ン所

長に面接聴取し, 訪問看護ステ
ー

シ ョ ンの求め

る行政保健師との 連携 の実態を調 べ たc

-

1 -



そ の 結果､ 行政保健師 との 連携を必要とする

9 つ の 問題状況が明らか にな っ た o すなわち ,

｢ 家族の 介護力 の 培い状態+ ｢ 医療の 必 要性 の

高い状達+ ｢ サ
-

ビ ス利用 の拒否+ ｢ 療養者と家

族等 の意思疎通+ ｢ 介護保険で は量的に充足 で

きな い 援助 ニ
ー ズある い は介護保険制度適用外

の援助 ニ
ー ズ+ ｢ 独居者 の見守り+ ｢ 潜在し て い

る地域の ケア ニ
- ズj ｢ 関係者との 問詰の 共有+

｢ 公の立場か らの 事例の 個別性 の 理解と共有+

｢ 一 般市民 へ の都度の啓発+ で あるo

こ れ ら 9 つ の問題状況 は ､
｢ 予防+ ｢ 医療及び

介護に関わ るケア の継続+ ｢ 生活 の維持+ ｢ 個別

性の尊重+ の 観点から ､ 療養者及び家族 の 必 要

とする地域ケアサ ー ビス の質を保障し向上させ

る 活動を開始する起点 となる と考えられ ､ 地域

ケアサ
ー ビ ス の 質を評価する実践的な指標 とし

て 活用可能である こ とが示唆された ｡

調査 2 : 介護支援専門員 ･ 居宅介護支援事業者

と行政保健師との連携 ( その 2 ) 一 帯町村保健

師からみ た連携の実態 一

過去 2 年間の 間に, 介護支援専門員 ･ 居宅介

護支援事業者等 の ケア従事者か ら､ 行政保健師

に連携 の依頼が あり､ 実際に保健師が対応した

事例調査か ら､ 介護支援専門員 ･ 居宅介護支援

事業者等ケ ア従事者 と行政保健師との 連携 の実

態を調 べ た o

そ の 結果､ 行政保健師との連携を必要とする

12 の 問題状況を明らか に した｡ すなわち ､
｢ 家

族の 介護力の 低い状態+ ｢ 医療の 必 要性 の 高い

状態+ ｢ サ
ー

ビス利用 の拒否+ ｢ 療養者と事業者

等の 意思疎通 の 問題+ ｢ 介護家族 へ の 精神的支

援+ ｢ 家族による虐待､ 介護者 へ の 暴力+ ｢ ホ
ー

ム ヘ ル パ
ー

に対する拒否 ･ 暴力+ ｢ 食事指導 ･

栄養指導 へ の対応+ ｢ 独居者 の見守り+ ｢ 潜在し

て い る地域 の ケア ニ
ー ズ+ ｢ 介淳支援事業者 へ

の技術教育+ ｢ 公の立場か ら の 事例 の 個別性 の

理解と共有+ である｡

こ れら 1 2 の 問題状況 は ､
｢ 予防+ ｢ ケア の継

続+ ｢ 個別性 の尊重+ ｢ 精神的支援+ ｢ セ ル フ ケ

ア+ ｢ 近隣等による地域支援+ ｢ 介護支援事業者

の 技術水準+ の 観点か ら ､ 療養者及 び家族の 必

要とする地域ケアサ ー ビス の 質を保障し向上さ

せ る 活動を開始する起点 とな ると考えられ , 地

域ケアサ
ー ビス の質を評価す る実践的な指標 と

して活用可能で あると示 唆され た｡

調査 3 : 介護支援専門員 ･ 居宅介護支援事業者

と行政保健師との連携 ( その 3 )
- まとめ

一

訪問者護ス テ
ー シ ョ ン の行政保健師に求める

連携 の実態及び
, 行政保健師が介護支援専門員

･ 居宅介護支援事業者等か ら依頼を受け て実際

に対応した連携 の 実態を統合す る こ とによ り､

地域ケ アサ
ー

ビス を構成する連携 の 実態を総体

的に明 らか にした ｡ そ の 結果 ､ 行政保健師 の連

携を必要とする 1 6 の 問題状況が明らか にな っ

た o こ れ らは地域ケアサ ー

ビス の 質を療養者 ･

家族 の立場か ら保障し向上 させ る上 で活用可能

な 評価指標であると考え られ た ｡ 指標の 有用性

の検証は今後 の 課題で ある｡

調査 4 : 関係機関 ･ 職種との連携 に関する基幹

型在宅介護支援セ ンタ ー

に属する看護職の役割

一 看護職者 3 名 へ の聴き取 り調査からの分析 一

基幹型在宅介護支援セ ン タ
ー

に属する看護職

は , 地域型在宅介護支援セ ンタ
ー

やケア マ ネジ

ャ
ー 等 ､ 関係機関 ･ 職種と の連携に関して ､ 地

域住民 の 生活の継続性を重視する こ と､ 各々 の

関係機関 ･ 職種 の ケアサ ー ビ ス の 質向上に責任

をも つ こ と､ 地域ケア会議を有効に活用する こ

とが重要である o 基幹型 在宅介護支援セ ンタ ー

に属する看護職が こ れら の 役割を意識化 して活

動を行う こ とにより ､ 地域全体 の ケアサ
ー

ビス

の質向上 に つ ながると考え られた ｡

調査 5 : 文献事例報告か らみた地域ケアサ
ー ビ

スの質の評価にかかわる連携の実態 一 行政保健

師の関与した連携事例 一

在宅ケア の連続性や
一 貫性 にかかわ るケア従

事者同士 の連携 の実態を , 行政保健師 の 関与し

ー 2 -



た事例に焦点をあ て て ､ 文献事例報告を用 い て

明らかに した ｡ 平成 7 年 - 平成 15 年に公表さ

れ て い る看護系雑誌等の 文献よ り 2 1 事例を選

定し調査対象とした ｡ そ の 結果､ 療養者と家族

を支えるケア従事者と行政保健師との 連携 の実

態は ､ 本報告書の 他の 調査結果と同様な傾向を

示 して い たが , 本調 査からは特に ､ 療養者本人 ,

家族 ､ 関係ス タ ッ フ それぞれ にと っ て の連携 の

成果に関する資料が得られ ､ こ れ らは地域ケア

サ
-

ビス の 質を保障し向上させ る活動 の評価指

標 として活用可能と考え られた ｡

総括及び今後 の 課題

各調査 の 結果を総括し, 地域ケアサ
ー ビス の

質にかかわる指標を整理 した｡ こ れ らは ､ 問題

状況 ､ 対応 ､ 成果の 3 局面か ら構成され ､ こ れ

ら 3 局面にお い てそれぞれ の指標を活用 したな

らば, 療養者及び家族の 必要とする地域ケアサ
L

- ビス の 質を保障し向上 させる活動 の必要性が

明らかになる と考える ｡

こ れら の 指標の 有用性に つ い て の 検証は ､ 今

後の 課題である ｡
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調査1 : 介護支援専門員 ･ 居宅介護支援事業者と行政保健師との連携

(そ の 1 ) - 訪問看護ス テ
ー

シ ョ ンか らみた連携の実態 -



調査1

介護支援専門員 ･ 居 宅介護支援事業者と行 政保健 師との 連携 ( その 1 )

⊥訪問者護ス テ
ー シ ョ ンからみ た連携の 実態 -

宮崎美砂子 牛尾裕子 武藤紀子 石川麻衣 山田洋子 大塚千春 上野まり

t . 目的

家庭や地域で営まれる育児 , 療養, 介護に対

して ､ 従来より市町村保健師は ､ 地域住民 の 身

近な支援者として の 立場から ､ 日常生活にかか

わ る課題を起点とした地域ケア体制づく りに取

りくんできた ｡ また
一

方で 保健所保健師は ､ 市

町村保健師より も広域的な地域を担当する 立場

から ､ 複数の 市町村に共通する課題や ､ より専

門性の 高い技術を要する課題に対し て
, 地域ケ

ア体制づくりに取り組ん で きた
l )

｡

介護保険制度が運用され て い る現在 ､ 介護 の

必要な状態にある対象者に関する相談受理 及び

個別支援 の 調整は ､ 在宅介護支援セ ンタ
- 並び

に介護保険制度の 適用者には介護支援専門員が

中心となり､ それ ら の機能 ･ 役割を発揮する体

制とな っ T= . 市町村 の保健部門 で は , 保健師の

訪問等個別支援 の対象基準を見直し
､ そ の 結果,

介護保険サ
ー

ビス 利用者 の個別支援 の 調整は直

接的に担わな い と い う業務上 の 整理を行 っ た市

町村も少なくな い o また 一

部の保健所 で は ､ 従

来より保健師が担 っ て きた難病患者 の 在宅療養

を支える調整技術を ､ 管轄地域 の介護支援専門

員に確実 に伝え る必要性を課題 と して 取り上

げ､ 難病患者 の支援調整に関する介護支援専門

員 の技術 の 向上を意図した協働が行われ て い る

2 )

○

介護 の 必要な状態 にある在宅療養者は複雑な

支擾ニ
ー ズを合わせ も つ ため ､ 介護保険制度開

始後にお い て も
, 様々 な立場にある地域 の ケア

従事者がそれぞれの 立場から発揮 で きる創意と

工夫によ り協働し て ､ 家庭や地域にお ける療養

及び介護を保障で きる支援体制を つ く る必要が

ある ｡

以 上 の背景 を踏まえ , 本研究で は
､ 介護保険

制度が運用 され て い る現在にお い て ､ 介護支援

専門員及 び居宅介護支援事業者である､ 訪問者

護ス テ
ー

シ ョ ン を対象に､ 訪問者護 ス テ
ー シ ョ

ン の行政保健師に求める連携の 実態を調 べ
､ 行

政保健師と の連携によ っ て充足 ･ 改善しよう と

したケアサ ー

ビス の 質に つ い て 明らか にする o

そ こ から地域ケアサ
ー

ビス の 質的評価にかか わ

る指標及び方法に つ い て考察する ｡

J[ . 方法

1 ) 調査対象及び方法

2 市 ･ 4 か所の 訪問者護 ス テ
- シ ョ ン( 以下､

ス テ
ー

シ ョ ンと略す) の所長 4 名を対象に ､ 以

下の 2 ) に示す調査項目に つ い て 面接聴取を行

っ た. 面接は､ 各ステ
ー

シ ョ ン の 1 塞にて平均

1 時間 3 0 分時間待っ た o

2 ) 調査項目

以下 の(1) - (3) の 内容から成る ｡

(1) 過去 2 年間にお い て ス テ
ー

シ ョ ン側から市

保健セ ンタ ー

の 保健師 または保健所 の 保健師

( 以下 ､ 保健師) に連携を求めた事例の 状況

①療養者 の年齢 ､ ②現病, ③家族構成､ ④保健

師に求めた連携 の 内容 ､ ⑤ス テ
ー シ ョ ンが把超

し て い る保健師の 対応の 内容

(2) 日頃の 活動にお ける保健師と の か かわ り の

機会

(3) 保健師との 連携に対する考え

①連携が必要と考える問題内容､ ②連携を通

した保健師 へ の 期待､ ③保健師と の連携を活か

すために改善が必要と考える こ と

-
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3 ) 倫理的配慮

各所長に対 して研究目的並びに聴取内容 の 記

載における個人債報の 保護に つ い て ､ 斌面及び

口頭に て説明を行い ､ 研究協力の 同意を得た o

口l . 結果

1 . ス テ
ー シ ョ ン側から保健師に連携を求めた

事例 ( 表 1 )

( 1 ) 事例耗要

各ス テ ー シ ョ ン か ら 2 - 4 事例 ､ 計 12 事例

の 回答を得た o

萌病 ･ 健康開運は ､ 寝た きり(2 事例) , 脳梗

塞 ･ くも膜下出血(2 事例) ､ 脊椎損傷(2 事例) ､

が ん(2 事例) , 痴呆(1 事例) ､
パ ー キン ソ ン病(1

事例) , 心不全( 1 事例) ､ 腎不全 によ る透析(1

事例) で あり, 年代は､ 青年期( 1 事例) ､ 壮年

期(ヰ事例) ､ 高齢期(7 事例) で あ っ た ｡

( 2 ) ス テ
ー シ ョ ン側から保健師に求めて いた

連携内容

以下の① - ⑤の 内容であ っ た ｡

①家族介護力の 低い状況下 にある療養者( 以下 ､

本人と略す) の療養場所の早急な確保

痴呆 で ある本人 の他にそ の家庭 で は嫉 も介護

が必要な状態 で あり､ 入院中の 本人 の 自宅退院

は困難が予熱され る状況(事例 1) ､ 統合失調症

の初老期 の息子 と寝た きり の 高齢者本人 の 2 人

暮らし で経済的問題を抱え て い る状況( 事例3 )

にみるように､ 家族介護力 の低い状況下にある

本人が安心し て療養 で きる場所を早急に確保す

る必要性に対 して保健師に助力を求めて い た｡

②同居する家族全員が健康問題 ･ 生活問題を抱

えて い る世帯に対する対応

慢性腎不全により透析が必要な本人 の 他に､

不登校で か つ 清潔が保持され て い ない 子供たち

へ の対応が必要卑世帯 の 状況 ( 事例 2 ) , く も

膿下出血 で要支援 の状態にある本人 の他に
, ギ

ャ ンブル依存の あゃ夫, 統合失調症 の長男 ､ 精

神発達遅滞 の ある長女がお り, 経済的問題を抱

えて い る世帯 の 状況 (事例 4 ) にみるよう に､

ス テ
ー

シ ョ ンが 関与する契機とな っ た療養者本

人 の 他に､ 同居家族全員が健康問題 ･ 生活問題

を抱え て い る世帯 へ の 支援対応を保健師に串め

て い た ｡

③本人と家族介護者､ ある い は本人とホ ー

ム ヘ

ル パ ー 等外部支援者間の相互の意思疎通を図る

ための調整

便失禁に対し て 本人 の 嫌が る方法 で夫が対応

して い て も本人 は何も言い 返せな い夫婦関係 の

中で介護が行わ れ て い る状況 ( 事例 5 ) , 日中

独居 の頚椎損傷患者で 全面介助を要するが ､ 本

人 の意向にホ
ー

ム ヘ ル パ ー 応じられずに何か所

も事業所が変わ り ､ 本人 も胃潰療にな るな どの

ス トレス 症状が 出現し て い る状況 ( 事例 7 ) ､

ホ
ー

ム ヘ ル パ ー

を利用 して い る複数 の事業所間

で考え方の違い があり , 介護支援専門員が個 々

の 事業所 の 調整を行 っ て い るが充分 で はない状

況( 事例6 ) にみるよう に､ 本人と家族介護者､

ある い は本人 と外部支援者間, 外部支援者同士

の意思疎通 を図る調整を保健師に求め て い た ｡

④介護保険では量的に充足できない援肋 ニ ー ズ

ある い は介護保険適用外の援助 ニ ー ズを充たす

ための方策の検討

退院前に身体障害者手帳 の申請するなどの 準

備なく自宅療養 が 開始 され て い た状況 ( 事例

8 ) ､ 要支援 と判定 を受けたが心不全の ため全

面介助 の必要な状況 ( 事例 9 ) ､ 壮年期 の 乳が

ん患者で寝た きり状態 であるが介護保険適用外

であり ､ 利用 で きるサ ー

ビス に つ い て相談が必

要な状況 ( 事例 1 1) ､ 末期の パ ー キン ソ ン病の

介護にあたる姉も高齢で負担が大きくホ ー

ム ヘ

ル パ ー

を利用 して い るが , 介護保険の 限度枠以

上 の サ ー ビス が必要な状況 ( 事例 1 2) にみ る

ように ､ 介護保険 で は量的に充足 できな い援助

ニ ー ズある い は介護保険適用外の 援助 二
- ズを

充たすため の方策 を検討するため保健師にかか

わりを求め て い た ｡

-
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⑤制度の利用 を拒否 して い る家族の調整

独居 の胃が ん高齢者 で食事 ･ 服薬管理が十分

で な い と判断され るが ､ 別居 の 娘より介護保険

利用 の 拒否が あ り御慶 の 利用 がで きな い 状況

( 事例 1 0) の よう に ､ 外部支援が必要な本人

の状態を説明し､ 家族に制度利用 の 理解を求め

る調 整役を保健師に求め て い た ｡

( 3 ) ス テ
ー シ ョ ンの把握 して い る ､ その後の

保健師の対応

保健師の 対応に つ い て ､ ス テ
ー

シ ョ ン側が把

握 し て い る内容を整理する と ､
｢ 本人

･ 家族に

必 要な資源 ･ 制度の 導入+ ,
｢ 本人

･ 家族 へ の定

期的な保健師等によ る個別援助 の開始+ ､
｢ 関係

者 を集めた事例検討会の 開催+ ,
｢ ス テ

ー シ ョ ン

の 開催する事例検討会 へ の 参加+ ､
｢ 家族や事業

者等の 介護者に対する本人 の意向の代弁+ がみ

られた ｡

一

方, ステ ー シ ョ ン か ら の依頼を地区担当保

健師が受理 したまま放置し て い た り ､ 本人 ･ 家

族の実態を直接確認せずに､ ス テ
- シ ョ ン に情

報を提供した りして い る対応 もあ っ た｡

2 . ス テ
ー シ ョ ンの 日頃の活動における保健師

とのかかわ りの機会 ( 表 2 )

ステ
ー シ ョ ン の 日頃の活動 にお い て保健師と

の 接点 の ｢ ない+ ス テ
ー シ ョ ンと ,

｢ ある+ ス

テ
ー シ ョ ンとに回答が分かれた｡

日頃の 接点の ｢ な い+ ス テ
ー シ ョ ン は 2 か所

で ､
｢ 介護保険が始るまで は, 保健師とは良い

関係で 訪問時に会う こ とも多く , 情報交換をし

たり ､ わか らな い こ とを聞け る関係であ っ たが ､

介護保険が始 っ てか ら介護保険適用 の 高齢者に

関し て は保健師は訪問しな い
､ 関わ らない と言

われた+ ､
｢ 介護保険で対応し て い る独居者 へ の

対応は介獲支援専門員の 役割な の で保健師は看

ない と数カ所か ら言われた+ と回答が あ っ た ｡

日頃の接点 の ｢ ある+ ステ
ー シ ョ ン は 2 か所

で ､
｢ 介護保険開始後に接点が減 っ た+ と い う

回答もあるも の の ､ 同時に ｢相談する関係あり+

｢ 介護支援専門員 の開催する会議に て かかわり

あ り+ ｢ 訪問者護ス テ
ー シ ョ ン の 開催する勉強

会 に 一 緒に参加+ ｢ 保健所 の 開催する調整会議

にで情報交換あり+ の 回答が あ っ た ｡ 勉強会や

調整会議 で は , 難病患者に関するも の が取り上

げられ て い た ｡

保健師と の かか わり の接点がなくな っ た､ も

しく は減 っ た こ とに対して , ス テ
ー

シ ョ ン が創

意 ･ 工 夫して い る内容と して以下の 回答があ っ

た ｡ すな わ ち,
｢ 保健師を通さずに自分たち の

で きる範囲内で あれば対応しよう と思う ｡ 介護

保険が始るまでは保健師が対応して くれた障害

や福祉 の サ
ー ビス に つ い て 詳しくな っ た｡ それ

により保健師との かかわ りの 必要性を感じなく

な っ てきて い る+ ,
｢ 保健セ ン タ ー に情報提供す

るに も労力がかか る｡ 情報提供した こ とに対し

て ､ 返 っ て く るも のがなけれ ば､ 介護支援専門

員 として書類 の代行や申請は で きる し､ 訪問者

護師とし て主治医とも連携がとれ る の で 自分で

解決した方が早い+ ､
｢ 高齢者に関し て は介護保

険が始ま っ てか らは交流がな い o 自分たち でや

らなきや い けない の かなと思う+ ､
｢ 身体障害者

に つ い て も, 介護保険の適用者なら障害福祉 の

事務担当者と直接交渉する+ と回答があり ､ 個

別事例に対する福祉サ …

ビス の適用 に つ い て ､

介護保健制度開始前は保健師に福祉部門と の調

整役を依頼 して い た の に対 して ､ 今で はス テ
-

シ ョ ン側が主体的に交渉 してサ ー ビス の 導入 を

図るように して い る状況が あ っ た ｡

3 . 保健師との連携 に対する ス テ
ー

シ ョ ンの考

え

1 ) 保健師との連携が必要と考える開港( 表 3 )

次の① - ⑨の 内容であ っ た｡

①医療の介入が必革な場合

往診医 の紹介が必要で あ っ たり ､ 精神疾患を

もつ 家族員に適切な対応を行 っ たりするなど､

医療の 介入が必要な場合に ､ 保健師は公的立場

か ら医療機関とかかわ りが も て る の で 保健師と

の 連携が必要 と考えて い た ｡
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②社会から孤立 しがちで家族に介護力の低い場

A

ーコ

一

家に複数 の健康及 び生活 上 の 問題が あ っ た

り , 家族内に発病, 精神疾患 ､ 高齢者による高

齢者 ヘ の介護な どの問題が存在したりし て い る

ために ､ 社会か ら孤立しがち で家族 の介護力の

低い 場合に, 保健師との 連携が必要と考えて い

た o

③痴呆でか つ 金法的な開運をもつ場合

本人が痴呆 で か つ 金銭的な 問題をも つ 場合に

は ､ 民間事業者 の立場 である と､ 本人か ら金銭

的な取り扱い を疑われた り､ 関係者か ら立場を

疑われたりする こ とがあるため , 公的な立場 の

保健師との連携が必要と考えて い た ｡

④介護保険だけでは充足できな い ニ
ー ズをもつ

場合

介護保険だけ で 旺 ニ
ー ズが充足できず, 他の

保健福祉サ
ー

ビス を合わせ て 導入する必要性が

高 い場合に , 保健師と の連携が必要と考えて い

た o

⑥介護保険の未申請ある い は適用外である場合

痴呆や難病などの 場合で介護保険が未申請で

あ っ たり､ 身体障害の よう に介護保険が非該当

で あ っ たりする場合には ､ 介護保険制度以外の

保健福祉サ ー ビス を利用する必要があり､ 保健

師と の連携が必要と考えて い た ｡

⑥サ
ー ビス利用 を拒否 して い る場合

介護保険制度 によるサ
ー ビス導入 が必要 と判

断されて も､ 家族が利用 を受け入れず拒否して

い る場合に ､ 行政サ
ー

ビス に詳 しし1 立場 の保健

師か ら､ 家族に
一 歩踏み込んだ働きか けを期待

し
､ 保健師と の連携が必要と考え て いたo

⑦公的制度の適用の必要な場合

適用 となる制度がない ､ ある い は条件に合わ

ず制度の適用とならない対象者 の場合には , 他

に何か使え る資源がな い か確認が必要な場合 ､

ある い は本人や家族に制度や サ
ー ビ ス に つ い て

個別性 に即 した詳 し い 情報提供が 必 要な 場合

に､ 保健師と の連携が必要 と考え て い た ｡

⑧1 つ の事業者で は ニ
ー ズの充足ができずか つ

責任が もてない場合

独居や家族が精神的問題を も っ て い る事例 へ

の対応は 1 つ の事業所だけで は ､ 責任を負い き

れず , また ニ
ー ズを充たすだけ の 専門的な介入

が で きな い ため に ､ 公的な立場にある保健師と

の連携が必要と考え て い た ｡

⑨医療依存度が高い ため に事業者側の受け入れ

が困難な場合

医療依存度 の 高い事例はシ ョ
ー トス テイな ど

サ - ビス にお い て事業者側 の受け入れ が困難な

場合があり ､ そう した ときに行政と の つ ながり

の ある保健師と の連携が必要と考え て い た｡

2 ) 保健師との達携を通して期待する こと

( 表 4 )

次の① - ⑤の 内容であ っ た ｡

①独居者の健康や生活の見守り

独居者 の健康や 生活の見守りの 必要性に つ い

て ス テ - シ ョ ン は考え て おり ､ そ の ため には ､

地域 に精通 して い る保健師 の 力を活用 した い

と､ 保健師に期待して い た ｡

②独居者と生や死 につ い て話し合い
､ 助ける こ

との できる存在と してのかかわり

保健師は､ 地域 の独居者 一

人ひ とりと要介護

度の それ ほど高くな い時点からかかわ りが持て

る立場にあり､ 独居者 の望む生と死の あり方に

つ い て 直接話し合い
､ 望む 生 と死に向けて援助

の で き る立場 にある とステ
ー シ ョ ンは考え お

り , そ の ようなかかわりを保健師に期待し て い

た｡

③潜在 して いる地域のケア ニ
ー ズの実態把握 .

明 らか に困難な状態 となる以前か ら の個別事例

-
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の 状況把捉 ､ 介護保険の 適応外とな る身体障害

者の 実態把撞に つ い て ､ 保健師に期待し て い た ｡

④ 一 般市民 へ の制度に関する説明

介護保険制度 に つ い て ､

一

般 の利用者に対す

る説明を保健師に期待 して い た ｡

⑤関係者との問題の共有の場づくリ

｢ 保健師は , 何を しに来て い る の か と患者 ･

利用者か ら思 われ て い る こ とが ある よう に思

ラ+ の 回答にみるように
, 保健師に対し て療養

者 ･ 家族にか かわ る意図が伝わ るような行動を

期待 して い た｡

また関係者が集まり事例 の 全体像を共有する

場づくり ､ 介護専門員と保健師が相互 に事例提

供するような勉強会を通して ､ 互 い の 知識や経

験を共有したり ､ 互 い の役割 を理解した りする

場づ く
'

り ､ 介護支援専門員 の悩み を理解する場

づく りを , 保健師に期待し て い た o

また､ 保健師 の活動が見えな い こ とに つ い て ,

｢ 福祉や措置に関しても直接福祉事務所や福祉

施設 と交渉するようにな っ たの で , 保健師の 仕

事が見えな い+ ､
｢ 保健師と民生委員がどの 程度

連携をと っ て い る の かわ からな い
｡ 以前は民生

委員と保健師が情報交換を して い て , そ こ で把

速された人を紹介された こ ともあ っ たが ､ こ の

ごろは民生委員が 直接ス テ
ー

シ ョ ンに連絡して

く る こ とが多い+ ､
｢ 介護支援専門員はケアプラ

ンを必要とする高齢者に関わ るが ､ そ の 背後に

い る介護疲れ を して い る介護者に対 して 予防活

動を保健師が どの程度し て い る の か見えな い+ ､

｢ 事例による も の か , 地区担当 による もの か ,

領域によるの かわ からな いが ､ 保健師がど こ ま

でや っ てくれ るかわか らない+ ,
｢ 高齢者 の 場合､

あまり保健師と の 関わ りはな い ｡ 保健師にど こ

まで頼 っ て良い の か ､ どうい う ときに電話をし

たら良い の かわか らない+ と回答があ っ たo

lV . ′考察-

1 . 訪問者護ス テ
ー

シ ョ ンの 求める保健師との

連携内容の特徴

ステ
ー

シ ョ ン が保健師に連携を取 っ た事例の

状況 , 保健師との 連携に対する問題認識 , 保健

師 との 連携を通 して期待する こ と , の 3 つ の結

果を総合し, ス テ
-

シ ョ ン の 求める保健師と の

連携内容の特徴を検討した ｡

そ の 結果､ 以下の 9 つ の 問題状況を連携の起

点 して い る特徴が明らかにな っ た o

まず 1 つ め に ､
｢ 家族 の介護力 の 低い状態+

へ の 問題状況が挙げられる ｡ 要介護者を世帯内

に複数抱えて い た り､ 健康 ･ 生活問題を複数の

家族員が も っ て い たりする場合の よう に
､ 家族

の介護力が低く ､ か つ 社会か ら孤立しがち であ

る世帯 へ の対応 に際して
､

ス テ
- シ ョ ンは保健

師 へ の連携が必要と考えて い た ｡ そ こ で対応が

必要と判断された ニ
ー ズは ､ 療養者に対する療

養場所 の 確保( 退院調整) ､ 社会か ら の孤立に対

する対応 , 家族 一

人ひ とりの 健康問題 ･ 生括問

題 へ の対応 で あ っ た. こ れらは ､ ステ
ー シ ョ ン

側が ､ 家族を単位に ､ 家族員
一

人ひ とりを援助

対象 として認識して い るから こ そ ､ 対応が必要

な ニ
ー ズとして判断され たもの で あるQ 同時に,

保健師の役割 として ､ 自ら援助を求め る考えや

行動を取りにく い住民に対 して ､ 働きか ける こ

と の できる存在として の 認識があ っ て初めて 成

り立 つ も の とい えるc

2 つ め に ､
｢ 医療介入 の必要性 の 高い 状態+

ヘ の 問題状況が挙げられ る
｡ 往診医の 紹介が必

要で あっ たり , 精神疾患を も つ 家族員に適切な

対応を行う必要性から医療の介入が必要と判断

されたりする場合､ さらに療養者の 医療依存度

が高い ためにサ
ー

ビス事業者側 の 受け入 れが困

難な場合に ､ ステ
ー シ ョ ンは保健師との 連携が

必要 と考えて い た｡ そ こ で は ､ 療養者に対する

医療的 ニ
ー ズの 重要性に関する判断と共に , 煤

健師に対 して公的立場から医療機関や事業者に

交渉ができる とい う役割認識が存在して い た｡

3 つ め に､
｢ サ ー ビス 利用 の 拒否+ に対する

問題状況が挙げられる｡ 本人の療養生括 の維持

にと っ て ､ 外部資源によるサ ー ビス導入 が必要

-

9 -



と判断され て も家族が拒否し て い る場合に ､ 保

健師と の連携を或め て い た｡ そ こ で は ､ 本人 の

療養生活の雄持 ･ 向上 に向けて の援助者 とし て

責任感と共に ､ 保健師に対 して ､ 事業者 とは異

な る公的立場から､ 家族に対し て , 療養者 の環

状の 理解を促 し, サ
ー

ビ ス導入 の意義を伝える

ため の
一

歩踏み込んだ対応ができ る 存在とし て

役却を認識するも の で あ っ た o

4 つ め に､
｢ 介護保険制度 で は量的に充足 で

きない援助 ニ
ー ズ､ ある い は介護保険適用外の

援助 ニ ー ズ+ に対する問題状況が挙げられ る｡

そ こ で は ､ 介護保険制度 の利用 にとどまらず ,

療養者及び家族 の 必要 とする援助 ニ
ー ズを判断

し､ それら の援助ニ
ー ズを充たすこ と へ の援助

者として の責任感が存在するc 同時に保健師に

対して ､ 介護保険制度以外の サ
ー

ビス 利用 に関

する助言や導入 に際し て の関係者と の 調整, 近

隣者による手助け等の そ の 地域に固有な非公式

な資源利用 に つ い て の 助言や関係者と の 調整 へ

の役割認識が存在するo

5 つ めに ､
｢ 独居高齢者 の 見守り+ に対する

問題状況が挙げられる o 介護保険制度 の適用 と

ならな い ような自立度の 高い高齢者に対して ,

予防的な対応の 必要性を判断する もの で あり ,

さらには要介護度の 高くな い 時点から独居者と

生 と死 のあり方に つ い て話 し合 っ ておく こ と の

意味を判断して い た ｡ そ れ と共 に, 保健師に対

しては , 独居者を取り巻く地域の事情に精通し

て お り ､ か つ 自立度の高い 高齢者にも関与で き

る立場にあり ､ 高齢者 の見守りを助ける地域 の

体翻づくりや ､ 高齢者と直接生 と死 に つ い て話

し合える存在とし て の役割認識が存在すると い

える｡

6 つ めに ､
｢ 潜在 して い る地域内の ケア ニ ー

ズ+ の 問題状況が挙げられ る｡ ス テ
-

シ ョ ンと

して顕在する問題に関与する こ とが多い状況に

あるが ､ 明らか に困難な状態 とな る以前か ら の

実態把撞と予翻される問題 へ の 対応に つ い て ､

保健師に連携を求申て い た o そ こ で は顕在する

問題に対処するだけではなく ､ 予防的かかわ り

の重要性を認識する ス テ
ー シ ョ ン の 考えがあ っ

た｡
また同時に保健師に対し て ､ 問題が顕在化

する前から実態を把達し ､ かか わり の もてる立

場にあ る と い う役割認識が あ っ た ｡

7 つ め に ､
｢ 関係者 と の 問題 の 共有+ の 問題

状況が あ っ た｡ 保健師に対 して , 療養者及び家

族と直接かかわ りを持 つ こ とか ら問題の 実態を

把握し､ さらに関係者が集まり事例 の 全体像を

共有で きる場づく りを求め て い た ｡ そ こ では ､

関係者と事例 の 全体像を共有する こ とによ り､

よ りよ い ケ ア提供の あり方を追求 しよう とする

ス テ
ー シ ョ ン側の 姿勢や責任感が存在する o ま

た同時に保健師に対 し て は , 多様な立場の 関係

者を
一 同に集め 問題提起 の で きる立場にある者

とし て役割 を認識 して い た｡

8 つ め に､
｢ 公の 立場か ら の 事例 の 個別性 の

理解 と共有+ に対する問題状況が挙げられる ｡

1 つ の 事業者だけで は責任を負い きれず,

､ ま た

ニ
ー ズを充たす こ とが困難な事例に対 して ､ 保

健師 との連携を求め て い た ｡ そ こ で は ､ 療養者

･ 家族 に対す る援助 の 責任感が存在する と共

に ､ 民間事業者故に誤解 を招く こ との ある自ら

の 立 場に比 べ て , 公的立場にある保健師は利害

関係なく住民に安心し て かかわ る こ との できる

存在であり ､ 保健師に問題を共有して もらう こ

と の意義を認識するも の であ っ た ｡

9 つ めに ､
｢ 一 般市民 へ の 制度 へ の 啓発+ に

対する問題状況が あ っ た｡ 日頃の 活動を通 して ､

住民が介護保険制度 の こ とをあまり理解 して い

な い状況にある こ とを痛感 し､ そ の こ とに対 し

て住民 へ の情報提供 の 必要性を認識するも の で

あ っ た｡ 同時に保健師に対 し て , 市民が必要と

する情報を周知する役割を認識し て い た｡

以上 の ような 9 つ の 問題状況に対して , 保健

師と の連携を求め る こ とにより ､ 地域ケアサ ー

ビス の充足 ･

攻善を図ろう として い る こ とが 明

らか にな っ た｡

2 , 訪問者護 ス テ
ー

シ ョ ンが保健師と連携を取

る こ とにより､充足 ･ 改善 しようと して い た地域
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ケ アサ
ー ビス の賃

ス テ
ー

シ ョ ン が保健師と の 連携を求める活動

の起点とな っ た 9 つ の 問題状況をみる と ､
｢ 予

防+ ｢ ケア の 継続+ ｢ 生活 の維持+ 及び ｢ 個別性

の尊重+ の観点から ､ 地域ケ アサ
ー ビス の 質を

保障し向上させよう とする も の で あると考えら

れた ｡

したが っ て ､ 9 つ の問題状況 , すなわち ､
｢ 家

族の 介護力 の低い 状態+ ｢ 医療の 必要性 の 高い

状態+ ｢サ
ー

ビス利用 の拒否+ ｢意思疎通 の 問題+

｢ 介護保険では量的に充足で きない援助 ニ
ー ズ

ある い は介護保険制度適用外の援助 ニ
ー ズ+ ｢ 独

居者 の 見守り+ ｢ 潜在 して い る地域 の ケア ニ
ー

ズ+ ｢ 関係者との 問題 の共有+ ｢ 公の立場か ら の

事例 の 個別性 の 理解と共有+ ｢ 一 般市民 へ の 制

度の啓発+ の それぞれ の観点は
､ 療養者及 び家

族の必要とする地域ケアサ
ー ビス の質を保障し

向上 させ る上 で ､ 活動 の方向性を導く指標 とし

て活用可能で ある こ とが示唆された ｡

本研究で は ､ 訪問者護ス テ
ー

シ ョ ン か らみた

行政保健師と の連携 の実態を調 べ
､ 地域ケアサ

ー ビス の質にかかわる評価指標を検討した ｡ 今

後の 調査にお い て は , ステ
ー シ ョ ン等と連携を

も っ た行政保健師側から連携 の実態を調査 し,

連携の実態を総合的に捉え ､ 地域ケアサ
- ビ ス

の 質にかかわる評価指標を さらに検討する必要

がある ｡

∨ . 結論

訪問者護ス テ
ー シ ョ ンが過去 2 年間に行政保

健師に連携を求めた事例調査を中心に ､ 行政保

健師との 連携に対する問題状況 , 行政保健師と

の 連携に対する期待を訪問者護ステ
ー

シ ョ ン所

長に面接聴取し､ 訪問者護 ス テ
ー シ ョ ンの 求め

る行政保健師と の連携 の実態 を調 べ た ｡

そ の結果 ､ 行政保健師 との 連携を必要とする

9 つ の 問題状況が 明らか にな っ た｡ すなわち ､

｢ 家族 の介護力 の低い 状態+ ｢ 医療の 必 要性 の

高い 状態+ ｢サ - ビス利用 の 拒否+.
｢ 療養者と家

族等 の意思 疎通+ ｢ 介護保険 で は量的に充足で

きない援助 ニ
ー ズある い は介護保険制度適用外

の 援助 ニ ー ズ+ ｢ 独居者 の見守り+ ｢ 潜在して い

る地域 の ケア ニ
ー ズ+ ｢ 関係者との 問題の 共有+

｢ 公の立場か ら の事例 の個別性 の 理解と共有+

｢ 一

般市民 へ の 制度の 啓発+ である ｡

これ ら 9 つ の 問題状況は ､
｢ 予防+ ｢ 医療及び

介護に関わるケア の 継続+ ｢ 生活の 維持+ ｢個別

性の尊重+ の観点から , 療養者及び家族の 必要

とする地域ケアサ
ー ビス の 質を保障し向上させ

る活動を開始する起点となる と考え られ ､ 地域

ケアサ ー

ビス の 質を評価する実践的な指標とし

て 活用可能であ る こ とが示唆された｡
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表 2 訪問看護ステ
ー

シ ョ ン と保健師 と の 日頃 の 接点
(注) 項目の カ ツ コ 内英字 は ス テ

ー シ ョ ン の別 仏 - D) を 示 す
項 目 内容

交涜 な し ( A
,
C) ･ 介護保険 が始 っ て か ら 一

緒 に保健師 と関わ っ て きた 事例 も､ 連絡 が 途絶 え た｡

･ 高齢者 に 関 して は介護保険が始 っ て か ら は交流が な い ｡

接点が 減 っ た ( B) ･

保健師 に よ る介護保険適応 の 人 へ の 定期的な 訪問は減 っ たの で ､ 接点が 減っ たD

相談す る 関係あり( B) ･ 相談 に の っ て も ら っ たり ､
｢ 独居な の で よ ろ しく お願い し ます+ と い う依頼 の や り

と り を した りす る関係 は あるo

介啓支援専門員 の 開催

す る会議 ( D)

･

介護支援専門員 と して 招集す る会議 にて か か わ り あり ｡

訪問者護ス テ ー シ ョ ン ･ 発病 に つ い て は ､ 保健師が関わ っ て い た 人 に訪問者護ステー ションが 導入 さ れ る と きに

の 開催する 勉強会 勉強会 を 開催する と
, 保健所 の 保健師も参加 して く れ

, 細 か い 難病 の 病状 に つ い

( D) て 相談する と こ た え て く れ る
o

保健所 の 開催す る 調整 ･

保健所 と医 師 と訪問者護ステ- ションの 代表者が集 ま っ て 行 う 調整会議が ､ 保健所で 年
会議 (D) 2 回 あり ､ 難病の 施策の 紹介や情報交換 を して い る｡

･

発病 に 関 して は カ ンフ ァ レ ンス を 定期的 に も っ て い る｡

･ 保健所 で 連絡会が 3 か 月 に 1 回あり､ そ の 時 に保健師 と連絡を と る
｡

･ 行政 の 誰 が ど こ に い る の か わ か る の で
､ 何かあれ ば言 い やす い 関係性が ある

｡

表 3 保健師 と の連携が必要 と考える問題 ( 次頁)

表4 保健師との 連携を通 して期待す る こと
項目 内容

独居者 の 健康や生活 の
･

独居 の 人 などに つ い て は ､ な る べ く全 て 保健師 に連絡 して い る｡ 地域の 中で 1 人

見守り の 患者を見守 る と い う とき に ､ 保健師の 力を使わない 事はない と思 っ て い る o

生や死 に つ い て 話 し合 ･ 独居 で も訪問者護師が入 らな い と こ ろ も 多 い し､ サ ー ビス の 値段も高 い の で 最期
い

､ 助ける こ と の で き だけ しか 入れな い こ とがあ る｡ 保健師 に は
, す べ て の 独居 の 人に 関わ る こ とか ら､

る 存在 と し て の か か わ 生 の 考え方, 死 の 考 え方 を ､ 確認す る働 き か けを して 欲 しい
｡ 保健師は 生と 死に

り つ い て 話 し合え､ 助ける こ とがで き る人 とな り得るの で+ そ こ の 看護 を し て 欲 し

い
｡ 訪問者護師 が ､ 時期がそ ろそ ろ だか ら と計画 して 行う の と は全く適 い ､ 常に

保健師がそ う い う こ とをして く れ ると良い ｡

潜在化 し て い る 地域 の ･ 明 らか に 困難 と わか る事例 が あが っ て く る と､ 何故保健セ ンタ
ー

の 保健師が困難
ケア ニ

ー

ズの 顕在化 と なる 前に 吸い 上げて い な か っ た の だ ろうか と思うo

･ 介護保険の 適用 外 の 身体障害者 に保健師 は積極的 に か か わ っ て くれて い る が ､ そ

の よ うな患者が ど こ に い て ､ 何 に 困っ て い る の か を も っ と把握 して 欲 しい
｡

そ う
い う 人 を どうや っ て キ ャ ッチして い く の か と い う こ と を考えて 欲 しい

｡

地域住民へ の 説明 ･ 介護保険の 制度 に つ い て
,

一

般 の 利用者 に説明 して 欲 し い o

間諜 の 共有 ･

実際 に､ 問題を解決 して い こ う とす る とき に
､ 具体的 に行動 して 状況 の 改善を図

る こ とが重要で あ り , 保健師に もそ れを期待 した い ｡ 保健師は情報を与えて くれ
る が, 実際に 保健師自身が足を運んで 調整 の 行動 を取 る こ とは少ない よう に思う｡

･

施設 ､ 訪問者護ス テ
-

シ ョ ン ,
ヘ ル パ ー ス テ

ー シ ョ ン 等がみんな で 集ま っ て 話 し

合え る場がある と､ 全体的な事例 の 把握がで きる ｡

･ 保健師は 介穫支援専門員 と の 勉強会を して 欲 しい
o そ こ で 保健師か ら は 小 児や虐

待事例を､ 介護支援専門員か ら は保健師 の 援助が必要そ うな事例を絞 っ て 伝えて

い く こ とで ､

■
ぉ 互 い い ろ い ろな事例を拾える ｡

･ 保健 セ ンタ
ー

で 困難事例の 検討会があっ た ら是非参加したい o 介硬支援専門員は

そ の 人が亡 く なる まで ∴ 生か か わらな く て はな らな い と い う ス トレ ス を 抱えて い

る が ､ 保健師 は介護支援専門員と連携 を と っ て い な い とそ の あたりが見えな い と

思う｡ 連絡会議を開 い て 欲 し い
｡
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表 3 保健師 と の 連 が必要 と え る問題

項目 内容

. 医療 の 介入 が 必要な場
･

往診医の 紹介な ど, 困 っ た ときの よ ろ ず相談｡

A
ロ

･ 家 族に 精神的問題 を もつ 人 が い る場合｡ 本 人 の 場合 は病名 ･ 病態が 把握で きるが ､

家族 に 関 し て は病名 もわ か らな い こ とが多 い ｡ 精神疾患 を持ち病院に もか か っ て

い る よ う な場合で も ､ プライ バ シ - 保護 の 観点 か ら ス テ
ー

シ ョ ン は 病院 に 直接間

い 合わせ る こ とが で き な い
o

･ 精神疾患 ( 統合失調症) によ り A D L が低下 して い て も, 年齢が 6 5 歳 とな れ ば介

護保険の 対象 とな る ｡ し か し統合失調症が 悪化す る と ､ 巨体 で あ り 暴力 を ふ る こ

と も あ る. 拒薬 もあ り , 鎮静で き ない 事例 が ある が そ の 場合 ､ 介護支援専門員だ

けで は 対応 で き な い し, 訪問者護 と し て も対応で きな い
｡

社会か ら孤立 しが ち で ･ 一 家の 中に複数の 問題がある よ うな 事例に は ､

一 緒 にか か わ っ て 欲 しい
｡

家族 に介轟力 の 低 い 壕 ･ 難病や 老老介護 , 精神疾患 を 持 っ て い た り ､ 複数 の 疾患 を抱 え て い た り して ､ 社
･

合 会か ら孤立 しがち で ある 場合
･ 家族の 介護力が な い 人 へ か か わ っ て 欲 しい ｡

痴呆で か つ 金銭的 な 圃
･ 独居 で 動けな い 人 の 場合, 診断書 も取 り に い く 人 が い な い と ､ 介護支援専門員が

題 を も つ 場合 も らい に 行く こ とがある が, 民間の 業者の 場合, 立場 を疑われ る こ と もあ る｡

･

痴呆があっ て 独居 ､ 困難事例などは金銀的な問題 も ある の で ､ 行政 が 対応 した 方

が 利用者 も安心だ と思うo

･

民 間の ヘ ル パ
ー

ス テ ー シ ョ ン か ら の ホ
ー

ム ヘ ル パ ー は ､ 独居や痴呆だ と掃疑心 を

もた れたり する ｡

介護保険だけで は充足
･

心不全や在宅酸素療法 を受けて い る 人 な どは 自覚症状 が あ っ て も何 とか 自分で や

で き な ニ ー ズ を も つ 場 っ て い る 人は ､ 介護度が低く なりが ちで 必要 なサ
ー ビス が 受けら れない

｡

A
E:コ

･ 独居や痴呆 ､ 老老介護の 場合 , 介護保険 の 単位数 で は 足 り ない ｡

･

今の 介護保険制度だ と､ 単位数が 不足 して しま う. ボラ ンテ ィ ア の 情報 もな い
c

･

･ 娘 の 介護負担 を 軽減 し
､ 金銭的な負担を減 らす た め ､ 障害者施策や市 の ホ

ー ム へ

ル パ ー

派遣を増や せ な い か 検討 して 欲 しか っ た ｡

･ 保健セ ンタ
ー

の 看護師を導入 する こ と に よ り頻回の 訪問対応を依頼 したい
｡

介護保険未申請 ある い
･

痴呆 が あ っ たた め外出の 機会 を つ く りた か っ たが介護保険 を 申請して い なか っ た

は 適用外で ある場合 の で ､ 行政 で行 っ て い る健康づ< り の 集ま りや, 機能訓練などの 利用を期待 した｡

･ 発病に 関 して は ､ 保健師は 欠か せ な い 存在で あ り連携も とれて い る
｡ 難病 の 場合 ,

訪問者護ステーションが 入 っ て い る こ とが多 い の と ､ 入 退院を 繰 り 返 し て い て 病院 の 訪

間看護が入っ て い る事が多
-
( ､ 保健師はそ の 連携 の 窓 口 とな っ て い る o そ の 場合 ,

訪問者護は介護保険で なく医療保険で あり, 介護支援専門員 も い な い こ と が多い
｡

･ 介護保険の 非該当 の 場合は, も っ と保健師 に入 っ て も ら わない と , 訪問者護だけ

で は無理な こ とが ある
｡

･ 身体障害者は 何の 準備も で き て い ない まま自宅 へ 退院 して い る こ とがある
｡

サ ー ビ ス 利用 を 拒否 し ･ 通院介助やホ ー ム ヘ ル パ ー

の 援助が必要だ と判断 して 勧 め て も家族 が まだ必要な

て い る場合 い と言 っ て 受け入 れられな い 場合｡ 保健師が家族をサ
ー ビス の 窓 口 ま で 連 れ て 行

き ､ 具体的 に説明 して く れれば, サ ー ビ ス が導入 で きる よ うに 思う o 行政サ ー ビ

ス に近 い 保健師 が もう
一

歩踏 み込 んで 関わ る こ と で サ ー ビス の 利用 に つ な が る｡

公的制度 の 適用 の 必要 ･ 訪問者護師は福祉 の 分野は弱い の で ､

..
福祉 に詳 しい 保健師 に助言 して 欲 し い

｡

な壊合 ･ 自分た ち が 知 っ 七 い る 制度以外 に 適用で きる も の が な い か , 制度が適応 に な らな

い 場合に 他に何 か ないかとい っ た こ と を確認 したい ｡

･ 介護保険 に措置制度を使っ た方が良 い 場合もある の で ､ 福祉 と保健師で ､ 家庭 の

事情 を 考え て 動い て も ら い た い
｡

･ ホ ー ム ヘ ルパ ー に 関 して は
,

で きる こ と で きない こ と がわか っ て い な か っ た り､

介護保険に つ い て 十分 に 理解 して い な い 人が い る
｡

･

家族 へ の 情報提供や ､ 自費 の 部分 に関 して 家族が調
_
べ て い たり す る の で そ れ に応

え て ほ しい
｡

･ 通 院や外出 の 困難な人 に は保健師か ら家庭 に足 を 運んで 福祉 サ
- ビス に つ い て 説

明し て 欲 しい
｡

■1 つ の 事業所で は ニ
ー

･ 独居 の 人 や､ 家族が精神的に 問題を持 っ て い る事例 へ の 対応 は, 1 事業所だけで は

ズ の 充足がで き ず か つ 束 しい の で
､ 公的なと こ ろ に入 っ て もらい たい た い

｡

責任が もて な い 場合 ･

1 事業所だけで は精神疾患があっ たり独居の 場合 , 事故など問題 が 起 こ っ た と きに

責任 が 負い きれない
｡

･ 精 神的な問題 に 閑レて も､
1 事業所 の 立場 で は専門的な と こ ろ へ 行 っ て もら う よ

う にす る の は 難 しい
｡ 介入して も ら う ため の 糸 口 に な っ て 欲 し い ｡

医療依存度が高 く サ ー
･ 医 療処置が 多く 医療依存度が高 い と , シ ョ

ー

トス テ イ も 受け入 れ て くれない
｡ 本

ビ ス事業者 の 受け入れ 当 に大変な事例 が受け入 れ て も ら え ない と い う こ とが あ りバ ッ ク に 関連病院がな
が 困難な場合 い と ころ の 介護支援専門員は 大変｡ 行政 と連携 が とれ る場が欲 し い

｡
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調査 2 : 介護支援専門員 ･ 居宅介護支援事業者と行政保健師と の連携

(そ の 2) - 市町村保健師か らみた連携の実態 -



調査 2

介護支援専門員 ･ 居 宅介護支援事業者と行政保健師との連携 (そ の 2 )

- 市町村保健師からみ た連携の 実態 -

宮崎美砂子 飯田貴映子 鈴木事理

I . 目的

本報告書の 調査 1 ｢ 介護支援専門員 ･ 居宅

介護支援事業者と行政保健師と の連携( そ の 1 )

- 訪問者護ス テ
ー

シ ョ ンか らみ た連携内容 -

+

で は, 訪問者護 ス テ
ー

シ ョ ン ( 以 下, ス テ
ー

シ

ョ ン と略す) を調査対象とし て ､ 介護保険制度

の運用され て い る現在 ､ 行政分野 の 保健師に対

し て求める連携 の実態を明らか に した｡

本研究では, 市町村保健師を調査対象とし､

介護保険制度 の運用 され て い る現在にお い て ､

訪問者護ステ
- シ ョ ン等介護支援専門員 ･ 居宅

介護支援事業者等より保健師に依頼があり､ 実

態に保健師が対応 した連携 の実態を明らか にす

る｡ そ れを通し ､ 公的立場にある保健師との 連

携により , 充足 ･ 改善しよう としたケアサ
ー

ビ

ス の質に つ い て検討し､ 地域ケアサ ー ビス の 質

的評価にかかわ る指標及 び方法に つ い て 考察す

る｡

方法

1 ) 調査対象及び方法

1 市 ･ 3 保健セ ンタ ー にお い て ､ 介護支援専

門員 ･ 居宅介護支援事業者 との 連携 の実態に つ

い て保健セ ンタ
ー の 全体の 状況を把握して い る

立場にある者を対象に､ 以下の 2 ) に示す調査

項目に つ い て 面接聴取並びに関係書類 の閲覧を

行 っ た ｡ 面接聴取した対象者は ､ 所長 2 名 ､ 総

括主任保健師 1 名, 訪問指導業務 の総括担当保

健師1 名であ っ た. 面接は各保健セ ン タ
ー の 1

室に て ､ 各保健セ ンタ
ー にお い て平均 1 時間3

0 分行 っ た ｡

2 ) 調査項目

以下の(1) - (3) の内容から成る｡

( 1) 過去 2 年間にお い て ､ 介護支援専門員 ･ 居

宅介護支援事業者等か ら､ 連携の 依頼 の あ っ た

事例の 状況

①療養者 の年齢､ ②現病, ③家族構成､ ④保健

セ ン タ
ー

に求め られた連携内容 ､ ⑤保健セ ン タ

ー 側の対応

( 2) 日頃の活動にお ける介護支援専門員 ･ 居宅

介護支援事業者等と の かかわ り の機会

(3) 介護支援専門員 ･ 居宅介護支援事業者等と

の連携に対する考え

①連携が必要と考える こ と ､ ②連携を充実させ

るた めに改善が必要な こ と及 び課題

3 ) 倫理的配慮

各保健セ ンタ ー の所長に対して ､ 研究目的並

びに聴取 ･ 閲覧内容 の 記載における個人情報保

護に つ い て ､ 紙面及び 口頭にて説明を行い
､ 研

究協力の 同意を得た ｡

結果

1 . 介護支援専門員 ･ 居宅介護支援事業者から､

保健セ ンタ ー

に連携依頼のあ っ た 事例 ( 表1 )

( = 事例概要

過去 2 年間に介護支援専門員 ･ 居宅介護支援

事業者から ､ 保健セ ンタ
ー

に連携依頼の あ っ た

事例と して
, 各ステ

ー シ ョ ンからそれぞれ 4 事

例 ､ 6 事例 , 1 8 事例 の 計之8 事例につ い て提供

があ っ た｡

各事例にお ける主たる療養者の 現病は ､ 筋萎

縮性側索硬化症(A L S) 等の難病 ( 7 事例) ､ 脳

梗塞等 の 脳血管障害 ( 7 事例) ､ 統合失調症や

う つ 等の精神疾患 ( 3 事例) , 痴呆 ( 4 事例) ､

-
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慢性疲労症候群等そ の他 ( 7 事例) であ っ た ｡

主たる療養者の 年代は , ヨo 代 ( 1 事例) ､ 4 0

-

60 代 ( 13 事例) , 7 0 - 9 0 代 (13 事例) ､ 不

明( 1 事例) で あ っ たo

( 2 ) 介護支援専門員 ･ 居宅介護支援事業者等

から保健セ ンタ ー に求められた連携内容

以下の① - ⑱に整理 された (表 2 ) ｡

G) 医療及び介護 ニ ー ズの両者を有する場合の退

院調整

A L S の 本人 の退院に降し ､ 気管切開の 処置

等介護 の 対応 と共 に育児に も事の かか る状態

(事例 2 ) ､ A L S の 本人 の病状悪化に伴い訪問

者護サ
ー

ビス 導入 の み で は困難な状態 の 予測

( 事例3 ) にみる よう に , A L S の 患者 の よう に

医療及び介護 ニ
ー ズの両者を有する場合の退院

調整に際して , 保健セ ン タ ー に連携を求め て い

た｡

②本人が精神疾患をもち ､ 家族の介護力の低い

場合の退院調整

本人 の退院に際し て
､ 妻も介護を要する状旗

にあるが , 息子は同居を拒否し て い る状況 ( 辛

例 15) にみるように ､ 本人が精神疾患をもち ,

家族の介護力 の低い場合の 退院調整に際して ､

保健セ ン タ
ー

に連携を求め て い た o

③精神的問題を抱える家族 へ の対応

アル コ
-

ル依存 のある夫によ る自殺未遂及び

多発性脳梗塞をも つ 妻 へ の他善行為 ( 事例 8 )

があり ､ 家族調整が必要との 判断か ら保健セ ン

タ
ー

に連携を求め て い た｡

④豪族 ヘ の精神的支援

A L S 患者及 び脊髄小脳変性症患者 の 家族を

抱える家族に対する精神的支援の ため ､ 保健セ

ン タ
ー に連携が求めて い た (事例 1 ､ 事例 3

､

S @J 4 ) a

⑤家族による虐待 ､ 介護者 へ の暴力 へ の対応

脊髄小脳変性症 の本人に対する夫の無理解な

対応 ( 事例 5 ) , 脳梗塞 をも つ 妻に対する夫の

虐待 (事例 1 1 ､ 事例 1 3) にみ る よう に家族によ

る本人 へ の虐待 , 並びに , 痴呆によ り被害妄想

悪化 した本人によ る介護者 へ の 暴力 ( 事例 1 9)

にみ るように ､ 本人 による介護者 へ の 暴力 の 認

められた状況 へ の対応に つ い て , 保健セ ン タ
ー

に連携を求め て い た ｡

⑥ホ ー ム ヘ ル パ ー に対する拒否 ･ 暴力 へ の対応

ホ -

ム ヘ ル パ ー に対する脳梗塞を も つ 本人 の

暴力 ヘ の対応 ( 事例 11) ､ ホ
ー

ム ヘ ル パ ー

に対

する脳梗塞をも つ 本人の 拒否 的対応( 事例 13) ､

被害妄想 によ る ホ
ー

ム ヘ ル パ ー

の 拒否 ( 事例

1 9) にみるよ うに ､ ホ
ー

ム ヘ ル パ
ー

に対する本

人 の 拒否 ･ 暴力 の ある状況 ヘ の対応に つ い て ､

保健セ ン タ
ー

に連携を求め て い た o

⑦独居者の 医療未受診 ･ 受療中断 へ の対応

脳梗塞の 現病を も つ 独居者 の本人( 事例 1 2) ､

う つ の 現病 をも つ 独居者 の本人 (事例 17) ､ 脳

性麻痔の現病をも つ 独居者 の 血圧管理 等 ( 事例

23) の 医療末受診 ､ 並びに , 物忘れ が心配され

て い た高齢の 独居者 の受療中断 (事例 2 8) に対

して ､ 保健セ ンタ
ー

との 連携を求め て い た ｡

⑧痴呆をもつ 対象者 へ のホ ー

ム ヘ ル パ
ー

のかか

わり方

痴呆を もつ 本人 へ の ホ - ム ヘ ルパ ー の対応 に

不安ある場合に ( 事例 1 4) ( 事例 1 8) ､ 保健セ

ン タ
ー

に連携を求めて い た｡

⑨食生活指導 ･ 栄養指導 へ の対応

本人 は糖尿病があるが食事管理 を してお ら

ず, 食生活指導を要する状態 ( 事例 1 6) ､ 胃が

ん術後で あるが食事管理 がで きて い ない 状態

( 事例 2 5) , 高血圧症であ り, 妻 へ の栄養指導

が必要な状態1( 事例 2 6) にみ るように ､ 食生活

指導 ･ 栄養指導が必要なとき に､ 保健セ ンタ
ー

に連携 を求め て い た ｡

-
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⑩本人 ･ 家族と事業者との意思疎通の調整

ホ ー ム ヘ ル パ - と介護者 の感情面 の行き違い

( 事例 6 ) , 慢性疲労症候群 の 現病を も つ 本人

に対する外部支援者側 ( 訪問ス テ
ー

シ ョ ン , ホ

ー ム ヘ ル パ ー ) の病状理解の 不 十分な状態 (事

例 2 1) , 介護支援専門員 の受け入 れ困難によ複

数回 の 介護支援専門員 の変更 (事例 2 7) , 胃が

ん の 術後 の独居者で頑荘りすぎて い る様子だが

介護支援専門員 の言う こ とは聞き入 れない状態

( 事例 2 5) にお い て ､ 本人 ･ 家族 と事業者と の

意思疎通 の調整を図る上で ､ 保健セ ン タ
ー

に連

携を求め て い た ｡

⑪介護支援専門員と事業者との意思疎通の調整

独居 の痴呆高齢者 へ の対応にあたり介護支援

専門員 とホ
ー ム ヘ ルパ

ー

と の連絡が十分に取れ

な い状態 (事例 1 8) にお い て
, 意思疎通 の 調整

を保健セ ンタ ー に求め て い た ｡

⑫ サ
ー ビス 利用を拒否 して い る家族 へ のかか

わ リ

A L S で ある本人 と介護者で ある弟の サ
ー

ビ

ス 利用 の 拒否 ( 事例 1) , 本人に対し て サ ー ビ

ス 量の 増加が必要とされ て い るが後見人 の姉は

了解 しな い 状態 ( 事例 1 6) にお い て ､ 家族 ヘ

の かかわ りが保健セ ン タ
ー

に求められて い たo

⑱安否の確認

本人は痴呆, 夫は軽度う つ の高齢者 二 人暮ら

しで あり安否確認が必要な状態 (事例 1 9) , 肝

疾患末期 の独居者で安否確認が必要な状態 (事

例 24) にお い て ､ 安否 の確認と い う点で保健セ

ンタ
ー

に連携を求め て い た｡

⑭独唇の末期療養者本人 へ の精神的支援

肝疾患末期 の独居者であり.
, 本人 へ の精神的

支援が必要な状態 ( 事例 2 4) に対 して
, 保健セ

ンタ
ー

に連携を求めて い た｡

⑮見寄り の な い独居高齢者 へ の 地域支援

9 0 歳代 の痴呆をも つ 独居者で 身寄りがない

ため ､ 地域 で本人を支える体制が必要な状態(事

例 2 0 ､ 事例 2 1) に対して ､ 保健セ ン タ
-

に連携

を求め て い た ｡

⑯ 障害者で ある同居家族の将来を視野に入れ

た 対応

身体障害を も つ 娘 へ の 将来を視野 に入れたか

かわ り ( 事例 9 ) , 知的障害をも つ 娘 へ の 将来

を視野 に入れ たかか わ り (事例 1 4) の 必要性

を判断して ､ 保健セ ン タ
ー に連携を求めて い たo

⑰本人 ｡ 家族の意思の共有

A L S の 本人 は気管切 開を拒否する意思決定

を して い るが , そ の こ とを介護支援専門員だけ

で はな く ､ 保健セ ンタ
ー

にも理解 して お い て も

ら い た い と い う内容であ っ た (事例 4 )

⑱ 緊急時の搬送先病院の共有

A L S の 本人 の 緊急時 の搬送先病院に つ い て ,

消防署 へ 事前に確実に伝達して お い て もら いた

い ( 事例 4 ) とい う保健セ ンタ
-

へ の依頼内容

で あ っ た ｡

⑩本人の生活環境に踏み込んだ対応

脊柱管狭窄症の 本人は足の 踏み場のない状態

の 自宅で暮ら して い るが ､ 独居で あり転倒予防

の必要性から ､ 現状 の生活環境に踏み込んだ対

応が必要と判断され ､ 対応に際 して保健セ ンタ

ー

ヘ の 連携が求め られた ( 事例 7 ) o

( 3 ) 保健セ ンタ ー

の対応

2 8 事例に対する保健セ ～夕
- の 対応をみる

と,
｢ 担当者会諌 ▲( ケ ー

ス 会議) の 開催+ ｢ 定期

的な家庭訪問の 開始+ ｢ 本人の 気持ち ･ 不満 を

十分に 聞く対応l ｢ 家族 の 不安 ･

.悩年に対す る

相談対応+ ｢ 必要なサ ー ビス の 内容 ･ 量の検討

と導入+ ｢ 医師から の病状把撞+ ｢ 通院介助 ･ 生

活支援等 の 具体的な日常生活支援+ ｢ 民 生委員

-
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へ の 協力依頼+ ｢ 本人 と外部支援者と の 意思 疎

通を図るため の連絡ノ
ー

ト作成+ が行わ れて い

たo

こ の う ち ､
r 担当者会議 の 開催+ で は ､ 多く

の場合､ 医療的な判断が必要な対象者で ある こ

とか ら主治医 を交え ,
さら に介護支援専門員､

訪問者護ス テ
- シ ョ ン等事業者等 の参加 による

会議を開催して い た ｡ 家庭訪問によ り本人 ､ 家

族の話を聞く対応から ､ 本人 ･ 家族の立場や 状

況に理解を示 し
, 相談 に応 じるかかわ りをし て

い た . そ う したかかわ りを通 し て ､ 族が本人 に

対-して虐待 の疑い の あ っ た事例､ 本人がホ
ー

ム

ヘ ル パ ー に対 して 暴 力をふ る っ て い た事例で

は ､ 介護に対する ス トレス や ホ
-

ム ヘ ル パ ー

に

対する不満の ある こ と, 家族や本人がそれ らを

口 に出せな い こ とから行為に至 っ て いた こ とが

わか り
､ 家族や本人 の状態が落ち着きを見せ る

状態に変化を見せ て い た ｡

また介護支援専門員が状況判断により ､ 家族

の了解なく保健セ ン タ
-

に連携考求めた事例で

は , 家族が立腹して介護支援専門員 の交替を余

儀なくされ ､ また保健セ ンタ ー による関与 も拒

否される状況 となり､ 保健セ ン タ
ー

は地域の 民

生委員を通して本人 へ の 対応を継続し て い る状

況にあ っ た ( 事例 1 9) ｡

2 . 日頃の活動における介護支援専門員 ･ 居宅

介護支援事業者との かかわリの機会

事例 へ の対応にあたり ､ 必要なときに事業者

等と個別に連絡を取り合い
､ 定期的な会議等は

行 っ て い な い 状況であ っ た｡ 定期的な会議等に

対する必要性は ､ 保健セ ン タ ー

として も判断し

て い な い ｡

医療的な問題 ヘ の対応､ 虐待 ､ 痴呆 ､ 受診中

断等の 困難事例に関して は､ 保健セ ン タ
ー

に役

割を持 っ てもら い た い と期待する事業者が多 い

と保健セ ン タ
ー

は認識し て い た o

また､ ホ
-

ム ヘ ル パ ー

が入 っ て い るが上手く

い っ て い な い 事例に つ い て民生委員から保健セ

ン タ
ー

に直接連絡が入る場合 ､ 介護者 に精神疾

患や アル コ
-

ル依存症等 の 問題の ある場合に民

生委員等か ら市の 福祉部門 に相談が 持ち込 ま

れ ､ 保健セ ン タ
ー

に連絡の 入 る場合もある との

回答があ っ た .

以下に訪問者護 ス テ
ー

シ ョ ン ､ 在宅介護支援

セ ンタ
ー

､ 介護支援専門員, 医療機関 の別に
,

日頃の かかわ りの 機会に つ い て 得られた 回答を

示す｡

1 ) 訪問者護 ス テ ー シ ョ ンとの連携 の 機会

｢ 連携の 機会は少なくな っ て きて い る+ ､
｢ 地

域内の ス テ
ー

シ ョ ン全体で集ま っ て会議を行う

必要性はなくな っ た+ ､
｢ 訪問者護ステ

ー

シ ョ ン

は多忙であるた め会議に招集する こ とは困難 で

ある+ ,
｢ 訪問者護師は定期的に関わ っ て い るた

め , 保健師と の 連携 の必要性 を感じ て い な い の

で はな い か+ の よう に ､ 日頃の 接点に対し て意

義を見出して い ない 回答が ある
一

方で ､
｢ 事例

を通 して必要な際に連絡 を取り合 っ て い る+ ､

｢行政が介入 して い る方が何か あ っ た とき の た

めの 安心 である と い う声がある+ の よう に､ 日

頃の 接点に対 して肯定的な回答もあ っ た｡

2 ) 在宅介護支援セ ンタ ー との連携の機会

介護支援専門員や居宅介護支援事業者 の個別

の 相談に の っ た り､ 他に つ ない だりする役割は ､

基幹型 の在宅介護支援セ ン タ
ー

が行うが ､ 基幹

型在宅介護支援セ ンタ ー の マ ン パ ワ
ー

が足りな

い 現状があるため ､ 実際に問題を抱え る当事者

に訪問ができ ､ 問題の 実態を把撞できる の は､

保健セ ン タ
ー

で はな い か と回答が あ っ た｡

3 ) 介護支援専門員との連携の機会

｢ 介護支援専門員個々 の 判断で ､ 困難事例を

保健セ ンタ
ー

に持 っ て き て い るように感 じる+ ,

｢ 介護支援専門員に不安 の ある場合に保健セ ン

タ ー に連絡が来る こ とが多い+ ､
｢介護支援専門

員 の相談に対応するが､ 継続する こ とは保健セ

ンタ
ー の役割か らはずれ るように感 じる+ 等の

回答があり､ 介護支援専門員 の保健セ ンタ ー に

連絡を入れ る基準 , 継続的な個別対応に関する
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保健セ ン タ
ー の役割に課題を感 じて い た o

4 ) 医療機関との連携の機会

｢ 事例を通 して 必 要な際に連絡を取 り合い
､

定例 の連絡会議はな い+ ､
｢病院から の 依頼が多

い の は介護者や 本人が精神疾患 をも っ て い る事

例､ 高齢者夫婦で介護の 困難な事例, 難病等の

複雑な ニ
- ズをも つ 事例+ ､

｢ 往診の 医師から高

齢者 の虐待を疑う通 報が多い+ との 回答であ っ

た｡

3 . 介護支援専門員 ･ 居宅介護支援事業者との

連携に対する課題 ･ 考え

1 ) 連携に対する課題及び保健セ ンタ
ー

の役割

連携に対する課題 として ､
｢ 高齢者 に対して様

々 な場所が関わ っ て い るが ､ 役割分担が は っ き

りして い な い+ ､
｢ 自分たちが考える保健セ ンタ

ー の役割と周囲の r
.考える保健セ ン タ

ー の役割

に違い が ある+ ､
｢ 保健セ ン タ

ー

に持ちか ければ

何で も対応 して くれ る と い う周 囲の 期待が あ

り､ 対象が地域住民 と考える と相談を受けな い

訳には い かな い+ ､
｢ 保健セ ン タ

ー との 接点の な

い まま埋 もれて い る事例が地域 に い る+ と保健

師は課題を認識 して い た｡

また連携に対する保健セ ン タ
ー

の 役割 とし

て ､
｢ 保健セ ンタ

ー

の役割は充分で はなく迷い

なが ら対応 して い る+ ,
｢ 事業者等にと っ ては行

政に知 っ て お い て もらうだけで も何かあ っ た時

に関わ っ て もら える と い う安心感があ るよう

だ+ ､
｢ 行政は損得な しに対応 し本当に必要な こ

と の みを行うの で受け事側が警戒する必要がな

い+ ､
｢ まずは 一 緒に考え ､

一 緒に悩む と こ ろか

ら始め , 方法を共に模索 して い く中か ら必要性

に応 じて 継続 して 支援を行 っ て い く+ こ とを保

健師は考え て い た ｡

2 ) 介護支援専門員に対する保健セ ンタ
ー

の役

刺

｢ 介護支援専門員の 背景や資質､ 資格によ っ

て対象者 の 見方や 考え方の 違い が大き い+ ｢ 家

族が必要性 を感じて い るとい うより ､ 介護支援

専門員が不安なため に保健セ ン タ ー に依頓し て

くる場合もある+ と課題 を感 じて おり ､ それに

対し て ､
｢ 介護支援専門員か ら保健セ ン タ

ー ヘ

の 依頼に対し て受け止め るが ､ 対応の 必要性を

判断する こ とが重要+ ､
｢ 基幹型在宅介護支援セ

ン タ
ー

に お い て介護支援専門員を対象とする会

議を開催して介護支援専門員同士 の 共有で きる

場を作る こ とにより ､ 何で も保健セ ン タ
ー に相

談を持ち込む状況はなくな る+ ｢ ケ アプランづ

く り の能力強化が必要+ と考え て い た ｡

3 ) ケアチ
ー ムと しての保健セ ンタ

ー

の役割

｢ 家族に問題の ある場合は, 保健セ ン タ
-

が

かかわ る 必要があるが ､ 介護支援専門員が家族

の 問題を把接しきれお らず ､ 保健セ ン タ
ー がキ

ャ ッ チ で きない こ ともある+ と課題を感 じて お

り､ それ に対 して ｢ 担当地 区 の事例を支える人

を支え る こ とが仕事であると考 える+ ｢ 関わる

人達と共に悩む とい う家庭が介護支援専門員や

民生委員等 の そ れぞれ の成長を宇案が留 こ とに

つ ながり ､ そ れが事例 へ の支援にも つ ながる+

と考えて い た ｡

4 ) 独居高齢者及び高齢者の虐待に対する保健

セ ンタ
ー の役割

独居高齢者 に対 して
, 訪問者護師が関わる必

要が 少なく ､ 見守りと して の定期訪問の必要な

人が多い こ とを保健師は認識し て い た｡ また地

域の見守りが必要な高齢者が い て も､ 玄関を開

けて もらえず状況が把握しにく い最近の 状況､

また要介護が悪い わけではなn が , そ の 人 の 身

近にそ の 人を こ まめに把握 で きる人が少ない た

めに保健セ ン タ
-

に依頼が奉る の ではな い か と

考えられる状況､ と保健師は課題を感 じて い た ｡

それ に対 して ､ 必要な人に対して 事業者と異な

り行政は契約を結ばなくてす ぐに対応できる ､

年金暮ら しの 人 にと っ ては､ お金の かか らない

行政 の 存在は大き い と自ら の 立場の 意義を認識

してお･り､ 高齢者を地域の中で見守る方向で地

-
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域福祉計画 の 策定､ 住民と協働する中で 対応を

考え て い た o

高齢者 の虐待に対 して福祉部門で対応が成さ

れ て い る環状にあるが ､ 福祉部門にも保健セ ン

タ ー にも高齢者虐待に対応 で きる人材が不足 し

て お り､ また短期入所等 の緊急措置や対応策 も

整っ て い な い 現状を課題 として い た｡
そ れ に対

して ホ ー ム ヘ ル パ ー や 訪問者護師などの 立場で

介護場面に入 り込ん で い る人が発見者 となる こ

とが多く ､ 介護支援専門員として ､ 施設型の 介

護支援専門員を紹介し ておく こ とにより ､ 緊急

時に短期入所の即時対応に つ なが る こ とを保健

師は考え て い た｡

Ⅳ. 考察

1 . 保健師が依頼を受けて対応 した連携内容の

特徴

介護支援専門員 ･ 居宅介護支援事業者等か

ら ､ 市保健セ ン タ
ー

に連浜の依頼が あり , 保健

師が対応した事例から , 市町村保健師 ヘ の連携

を必要とする問題状況並びに保健師による対応

の特徴を検討した o そ の 結果 ､ 以下の 12 の特

徴を明らか にした o

まず 1 つ め に,
｢ 家族の 介護力 の 低い状態+

ヘ の対応があ っ た ｡ 本人が精神疾患をもち ､ 家

族の介護力 の低い場合の 退院調整に つ い て
､ 保

健師 ヘ の依頼が成されて い た o 保健師 へ の依頼

が成されたもとには , 本人 の 入院病院の ス タ ッ

フ による家族を単位とした介護力の 判断と援助

者として の責任感が あり､ また同時に､ 保健師

に対する家族調整の役割期待が存在して い た｡

これ に対して保健師は､ 本人 の自宅 へ の 退院

の 可能性 の低い状態を判断し､ 家族の 意思決定

を促しなが ら本人 の療養場所の 確保に向けて ､

関係施設と の交渉を行 っ た｡ 以上 の こ とか ら家

族の介淳力 の低い状態に対して
､ 本人が安心し

て 療養で きる場所の 確保の ように即時的な対応

が求められ る場合 に ､ 本人
･ 家族の 立場に立ち

ながら関係施設に即応的に働きかける こ と の で

きる保健師の役吾郎ま意義が大き い と考える o

2 つ めに ｢ 医療 の必要性 の 高い 状態+ へ の対

応が あ っ た｡ 医療及 び介護 ニ
ー ズの 両者を有す

る療養者 へ の 退院調整 , 独居者の 医療未受診 ･

受療中断 へ の 対応 つ い て ､ 保健師 へ の依頼があ

っ た ｡ 介護支援専門員 ､ ホ
ー

ム ヘ ルパ
ー

, 診療

所看護師 の そ れぞれ の 立場か ら､ 療養者 の 医療

ニ - ズ へ の対応 の重要性 を判断した こ とが起点

とな っ て い た ｡ こ れ には ､ 療養者及び医療機関

の それぞれ とかかわ りを直接に持て る立場にあ

り､ 本人 を確実に受療に つ な げる働きか け の行

動が取れ る者 と し て保健師 へ の 役割期待が あ

り､ また保健師もそ の ような役害rl に応 じた対応

を行 っ て い た o こ の ように ､ 医療 の 必要性 の 高

い 状態の ある者 に対して ､ 療養者 ･ 家族が納得

の 上 , 安心 して受療で きるよう に療養者 ･ 家族

に働きか けな が ら, 同時に医療者側と の 調 整役

割が取れ る保健師 の役割 の 意義は大き い と考え

る｡

3 つ めに ｢ サ ー ビス利用の 拒否+ へ の対応が

あ っ た｡ 療養者 に対 して サ
- ビス 利用 の必要性

が判断され るに もかか わらず､ 家族側が利用 を

拒否 して い る場合に ､ 保健師 へ の 依頼が成され

て い た｡ 家族に対し て ､ 療養者の 状態を ､ 事業

者 とは異なる中立的な公的な立場か ら ､ 保健及

び看護 の専門家とし て家族に伝えて , サ
ー

ビス

利用 の 必 要性や 意義に対する家族の 理解を促す

役割を担う もの で あり ､ 療養者の 立場に立 っ て ,

家族 の認識や行動に変化を促す働きか けを行う

こ との で きる保健師 の役割 の 意義は大き い と考

える ｡

4 つ めに ｢ 介護家族 へ の 精神的支援+ へ の 対

応が あ っ た｡ A L S 等 の 難病患者を抱える家族

に対 して介護支援専門員及び訪問着護師から保

健師 へ 依頼の あ っ たも の である｡ 進行性 の病状

故に療養 ･ 介護 ニ
ー ズが変化 し､

さらにそ の 変

化 に伴う療養者 ･ 家族 の精神的不安 ･ 苦悩 に対

し て ､ 継続的に相談者 として
一

貫して役割 の 取

れる保健師の 役割 の意義は大き い と考える ｡

5 つ め に ｢ 家族による虐待 , 介護者 へ の 暴力+

へ の対応があ っ た ｡ 訪問者護師及び介護支援専

-
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門負か ら保健師に依頼 のあ っ た も の で あ っ た｡

保健師は こ れ に対し て療養者及び家族 の それぞ

れ の 療養及び介護に伴う , そ の 人 の 気持ちや考

えを受け止め , そ の 人 の 状況を理解する対応を

行 っ て い た ｡ そ の ような対応により ､ 家族によ

る虐待や 暴力の 問題状況 の 改善がみられた事例

が多か っ た｡ こ の ように保健師は , 療養 ･ 介護

の状態にあり , 悩みや不安をも つ 個人 に対し て

かかわ る意義が大き い
｡

6 つ め に ｢ ホ
-

ム ヘ ル パ ー に対する拒否 ･ 暴

力+ へ の 対応が あ っ た ｡ 介護支援専門員から保

健師 へ の依頼 で あ っ た o 保健師は こ れ に対し て

療養に伴う本人 の 気持ちや考え を受け止 め､ そ

の 人 の状況を理 解する対応を基盤に, ホ
-

ム ヘ

ル パ ー

に対するそ の 人 の 理解を促す対応に発展

させ て い た｡ こ の ように療養 の 状態にあり､ 悩

みや不安をも つ 人に対して ､ 理解者 として の 役

割を担いなが ら ､ それ を基盤に ､ ホ - ム ヘ ル パ

ー 等の ヘ ア従事者がそ の 人 にか かわ る こ との 理

解を促す援助者とし て役割を果たす意義は大き

い ｡

7 つ めに ｢ 意思疎通の 問題+ へ の対応があ っ

た ｡ 事業者 と家族 , 外部支援者間の 意思疎通に

問題があり ､ 介護支援専門員が関わ っ て い るが

事態が改善せず , 保健師に助力を求め る内容で

あ っ た ｡ こ れ は ､ 介護支援専門員 の 担う調整役

部がうまく機能しない場合に, そ の支援役割が

保健師に求め られ て い ると い える｡ 介護支援専

門員に対する支援は､ 基幹型在宅介護支援セ ン

タ ー が担う側面も大き い が ､ 個別事例 へ の 具体

的対応 となる と､ 基幹型在宅介護支援セ ン タ
ー

には即時的に対応 で き るだけの ス タ ッ フ数が十

分で はなく , また多く の 場合 ､ 管轄地域が市町

村全域に及ぶ こ とから , 地域事情に即した対応

が取りにく い o しがた っ て
一

定地域 に責任をも

つ 保健師が､ 個別事例に関する介護支援専門員

の支援者として ､ 機動力を発揮し て対応 にあた

る必 要性や意義は高い と考えられ る｡ また多く

の場合 ､ 保健師による支援は
一

つ の事例に対 し

て+ 短期間で終息する こ とが本調査より確認さ

れた ｡

8 つ めに ｢食事指導 ･ 栄養指導 へ の対応+ が

あ っ た｡ 介護支援専門員から の依頼 で あり ､ 現

病と の 関連にお い て適切な食事 ･ 栄養が取れ て

い な い療養者 の状態を判断し, 改善に向けた指

導に対し て保健師に依頼が成され て い た｡ 療養

者の 生活に直接かかわ るケア従事者が , 本人 の

現病との 関連にお い て食事 ･ 栄養の 状態を判断

した こ とが連携の 依頼の もとにな っ て お り､ 同

時に ､ 保健セ ン タ
ー

に対 してそ の ような役割期

待があ っ た こ とを示すも の で ある ｡ 介護保険制

度に基づくサ
ー

ビスでは充足で きない こ の よう

なニ
- ズに対して ､ 保健セ ンタ

ー

は役割を期待

されて い ると い える｡

9 つ め に ｢ 独居者 の見守り+ へ の対応があ っ

た ｡ こ れは痴呆や軽度う つ をも つ 高齢者 の安否

の確認､ 独居 の末期療養者 へ の精神的支援 , 身

寄り の な い 9 0 歳代独居高齢者 ヘ の近隣者等に

よる地域支援を含む依頼内容 であ っ た｡ これ は

介護保険制度によるケ アサ ー ビ スだけで は ､ 独

居者等 へ の 連続的な生活支援は困難である こ と

を
､ 介護支援専門員等が認識して い る こ とを示

しており ､ そ れ に対して地域全体に責任をも つ

保健師だから こ そかかわりの もてる課題として

対応を期待する内容であ っ た ｡ こ れに対 して保

健師は
, 保健セ ンタ

ー

の 人材である非常勤保健

師 ･ 看護師による定期訪問の 計画 ･ 実施と並行

して地域内の 民生委員と の 問題共有を図りなが

ら､ 近隣者による見守り体制づく りをして い た ｡

こ の よう に地域の支援体制づく りは保健師なら

で は の 活動領域であり､ 介護支援専門員等か ら

の 依頼に対して ､ そ こ に内在する地域支援体制

づく りの 課題を保健緬は充分認識して対応する

必要がある ｡

1 0 とし て ｢ 潜在 して い る地域内の ケア ニ
ー

ズ+ ヘ の対応があ っ た｡ 療養者 の 同居家族に,

壮年期 の障害者が い る こ とがわか り ､ そ の 障害

者の生活状況に対して ､ 将来を視野に入 れたか

かわ りが必要で はな い か と介護支援専門員が判

断し て保健師に依頼が成されたも の であ っ た o

山
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介護支援専門員が , 療養者本人 へ の 対応 の み に

終始し て い たな らば, 連携 の 依頼ほ生 まれなか

っ た で あろう ｡ また同時に同居家族の 障害者に

対して ､ 緊急 の ニ
ー ズはな い が ､ 将来を視野 に

入れた ときに現時点から の援助関係が重要であ

り､ 保健師に対する援助者 とし て の 役割認識が

あ っ た とい える ｡ 問題の 緊急性の な い 家族員に

対して援助者の かか わる必要性は ､ 家族自身も

認識しにく い 状況があり ､ そ う した状況 下で の

援助の 成果は見えにく い も の で あるが , 保健セ

ン タ
ー

で は ､ 非常勤保健師 ･ 看護師による定期

訪問により ､ 相談者とし て 認知して もらえるよ

うな人間関係づくりに焦点をあてた かかわ りを

開始して い た o これ 娃個別性の 高い かかわ り で

あると同時に予防的な意味合 い をも つ 援助と推

察される｡

1 1 として ｢ 介護支援事業者 へ の 技術教育+

があ っ た o こ れ は痴呆をも つ 高齢者に対するホ

ー

ム ヘ ル パ
ー

の対応に つ い て助言を求める俵頼

かあ っ た も の で ある o 事業者の 資質向上にかか

わる教育は ､ 基幹型在宅介護支援セ ン タ
ー の担

う べ き役勧の
一

つ と考えられるが､ 個別事例を

通 して､ ホ - ム ヘ ルパ - に痴呆性高齢者 の 理解

とそ の対応を伝える とい う点では保健セ ン タ
ー

の 担う側面は大き い とい えるo 保健セ ン タ
ー

と

しては, 個別事例を通 して伝えられ た技術教育

の 成果を ､

一

人 の ホ
ー

ム ヘ ル パ
- ある い は ､

一

つ の事例に留 まらせずに, 波及 を意図し､ そ の

成果を確認する必要性がある｡

1 2 とし て ｢ 公の立場か ら の個別性 の 理解 と

共有+ があ っ た . A L S の 本人が気管切開を拒

否するる意思決定をして い る と い う こ と, また

同事例で緊急時 の搬送先病院を決定して い る と

い う こ とに つ い て
, 当事例にかかわり の ある介

護支援専門員だけがそ の こ とを把握 して い る と

い うよりも
､ 公的立場にある保健師に共有 して

お い て もらうこ と で ､ 個別性を尊重 した対応を

図る こ とが で き ると保健師に期待する内容で あ

つ た｡ 緊急時等 の対応 の ように , 個人情報 の管

理 と対応に責任をも て る機関が療養者 と家族の

了解の 下に､ 情報を共有する こ とは意義が ある｡

また個人情報 の管理 と対応に責任をも つ 機関と

して 保健セ ン タ ー ヘ の期待があり ､ そう した期

待に応える方策を保健セ ン タ
ー

として検討する

必要が今度ますます高まる と考えられる ｡

2 . 訪問者護 ス テ
ー シ ョ ンが保健師と連携を取

る こ とにより充足 ･ 改善 しようと して い た地域

ケ アサ
ー ビス の 質

以上述 べ て きた 1 2 の 問題状況をみる と､ そ

れ ら へ の 対応により充足 ･ 改善しよう として い

た地域ケアサ
ー ビス の 質とは ､

｢ 予 防+ ｢ ケア の

継続+ ｢ 個別性 の尊重+ ｢ 精神的支援+ ｢ セ ル フ

ケア+ ｢ 近隣等 による地域支援+ ｢ 介護支援事業

者の 技術水準+ で ある と考え られた ｡

1 2 の 問題状況は､ 療養者及 び家族 の 必要と

する地域ケアサ
ー

ビス の質 を保障し向上 させ る

活動を開始する起点となる と考え られ ､ 地域ケ

アサ ー ビス の 質を評価する実践的な指標 として

活用 可能で あると示唆された ｡

∨ . 結論

過去 2 年間の 間に､ 介護支援専門員 ･ 居宅介

護支援事業者等 の ケア従事者から ､ 行政保健師

に連携 の依頼があり､ 実際に保健師が対応した

事例調査か ら ､ 介護支援専門員 ･ 居宅介護支援

事業者等ケ ア従事者と行政保健師との 連携 の実

態を調 べ た ｡

そ の結果, 行政保健師と の連携を必要とする

1 2 の 問題状況を明らか にした｡ すなわち ､
｢ 家

族 の介護力 の 低い状態+ ｢ 医療 の必要性 の 高い

状態+ ｢ サ
ー ビ ス利用の拒否+ ｢ 療養者 と事業者

等 の意思疎通 の 問題+ ｢ 介護家族 へ の 精神的支

揺+ ｢ 家族 によ る虐待 ､ 介護者 へ の暴力+ ｢ ホ
ー

ム ヘ ル パ ー に対する拒否 ･ 暴力+ ｢ 食事指導 ･

栄養指導 へ の対応+ ｢ 独居者の 見守り+ ｢潜在し

て い る地域 の ケア ニ
ー ズ+ ｢ 介護支援事業者 へ

の 技術教育+ ｢ 公の 立場か ら の 事例 の個別性 の

理解 と共有+ で ある｡

こ れら 1 2 の 問題状況は ､
｢ 予 防+ ｢ ケア の 継

- 24 -



読+ ｢ 個別性 の 尊重+ ｢ 精神的支援+ ｢ セ ル フ ケ

ア+ ｢ 近隣等によ る地域支援+ ｢ 介護支援事業者

の技術水準+ の 観点か ら､ 療養者及び家族 の 必

要とする地域ケ アサ
ー ビス の 質を評価し向上さ

せる活動を開始する起点とな ると考えられ ､ 地

域ケアサ
ー ビス の質を評価する指標とし て括用

可能である と示唆された ｡

-
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表 2 保健セ ンタ ー

ヘ の依頼内容 (2 8 事例)

･

j u S の 本 人 の 退院に際 し ､ 気管切開の 処置等介護 の 対応 と共 に育児 に も手 の か か る 状態

(事例 2 )
･

j u S の 本 人 の 病状悪化 に伴 い 訪問者護サ ー ビ ス 導入 の み で は 困難な 状態 の 予 測(事例3 )

②本人が精神疾患をもち, 豪族の 介護力の 低 い 場合の 退院調整
･ 本 人 の 退院に際 して , 妻 も 介護を 要する 状態｡ 息子 は 同居を拒否 して い る (事例 15)

③精神的問題 を抱え る家族 ヘ の 対応
･ ア ル コ

ー

ル 依存 の あ る夫 の 自殺未遂及び妻 へ の 他善行為 (事例 8 )

④家族 へ の 精神的支援
･

A L S 患者及 び脊髄 小脳変性症患者の 家族を抱 え る家族 へ の 精神的支揺

(事例 1 ) ( 事例 3 ) ( 事例 4)

⑤家族 によ る 虐待, 介護者 へ の 暴力 へ の対応
･

脊髄小 脳変性症 を も つ 本 人 に対する 夫の 無理 解な対応 ( 事例 5 )
･ 脳梗塞 を もつ 妻に対す る 夫の 虐待 (事例 11) ( 事例 13)
･ 痴呆 に よ り被害妄想悪化 した 本人 に よ る 介護者 ヘ の 暴力 ( 事例 19)

⑥ホ ー ム ヘ ル パ ー に対する拒否 ･

暴力 へ の対応
･ ホ

ー ム ヘ ル パ
ー に対す る 本人 の 暴力 へ の 対応 ( 事例 11)

･ ホ ー ム ヘ ル パ - に対す る 本人 の 拒否的対応 ( 事例 13)
･ 被害妄想 に よ る ホ ー ム ヘ ル パ ー

の 拒否 ( 事例 19)

⑦独居者の 医療未受診 ･ 受療中断 へ の 対応
･ 脳梗塞の 現病 を もつ 独居者 の 本 人 (事例 1 2)
･ うつ の 現病を もつ 独居者の 本人 (事例 1 7)
･ 脳性まひ の 現病を もつ 独居者 の 血圧 管理等 (事例 2 3)
･

物忘れ が 心配 され て い た 高齢 の 独居者 の 受療中断 (事例 2 8)

⑧痴呆をもつ 対象者 へ の ホ ー ム ヘ ル パ ー の か か わ り方
･ 痴呆 を もつ 本人 ヘ の ホ ー ム ヘ ル パ - の 対応 に不安あり (事例 14) ( 事例 18)

⑨食生活指導
･

栄養指導 へ の 対応
･ ホ

ー

ム ヘ ル パ ー の 作る 食事 を食 べ な い が, 糖尿病で あり食生活指導 を要す る状態 (事例 16)
･ 胃が ん術後 で ある が食事管理がで きて い な い 状態 (事例 2 5)
･

高血圧症で あ り､ 妻 へ の 栄養指導が必要な状態 (事例 2 6)

⑩本人 ･ 家族と事業者との 意思疎通の 調整
･ ヘ ル パ ー と介護者の 感情面 の 行き違 い (事例 6 )
･

慢性疲労症候群の 現病をもつ 本人 に対す る外部支援者側 (訪問ス テ ー シ ョ ン , ホ ー ム ヘ ル パ ー

)

の 病状理解 (事例 2 1)
･ 介護支援専門員の 受け入れ困難 に よ複数回の 介護支援専門員の 変更 (事例 27)
･ 胃がんの 術後の 独居者で 頑張りすぎて い る様子だが 介韓支援専門員 の 言う こ と は 聞き入 れな い

(事例 25)

⑪介護支援専門員と事業者との 意思疎通の 調整
･ 独居 の 痴呆高齢者 ヘ の 対応 にあた り介護支援専門員 とホ ー ム ヘ ル パ ー と の 連絡が取れ ず

(事例 18)

⑱ サ ー ビス 利用を拒否 して いる家族 へ の か かわリ
･

A L S で ある 本人 と介護者で ある弟はサ - ビス 利用 を拒否 (事例 1 )
･

本人に対 して サ ー ビス 量の 増加が必要 と され て い る が後見人 の 姉 は 了解 しな い (事例 16)

⑱安否の 確認
･ 本人は痴呆 ､ 夫は 軽度うつ の 高齢者 二 人暮ら しで あり安否確認が必要な状態 (事例 19)
･ 肝疾患末期 の 独居着で 安否確証が必要な状態 (事例 2 4)

⑭独居の 末期療養者本人 ヘ の 精神的支援
･ 肝疾患末期 の 独居着で あり , 本人 へ の 精神的支援が 必要な状態 (事例 2 4)

⑮見寄 り のな い 独居高齢者 ヘ の 地域支援
･

9 0 歳代 の 痴呆をもつ 独居者で 身寄りの な い 状態 に ある ため , 地域 で本人を支える体制が必要

(事例 2 0) ( 事例 2 1)

⑯ 障害者で ある同居家族の 将来を視野 に 入れた対応
･

身体障害 を も つ 娘 ヘ の 将来を視野 に入 れたかか わり (事例 9 )
･ 知的障害をもつ 娘 ヘ の 将来を視野 に入れたか か わり (事例 ,1 4)

⑰本人 ･ 豪族 の意思め共有 ■

･

気管切開を拒否 して い る 家族の 状況 を保健師 に も理解 して お い て も ら い た い ( 事例 4 )

⑱ 緊急時の 搬送先病院の 共有
･ 緊急時 の 搬送先病院に つ い て 消防署 ヘ 確実 に伝達 して お い て も ら い た い ( 事例 4)

⑯本人の 生活環境 に踏み込 ん だ対応
･

足 の 踏み場 の ない 状態 の 部屋で 暮 らす独居の 本人 に対す る ヘ ル パ -

導入 (事例 7 )

-
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表3 日頃の活動における居宅介護支援事業者との かかわりの機会

事業者 ･ 施設 かかわりの状況

全体的な壊向として

･

居宅介護支援事業者と保健センタ ー が､ お互 い 必要な際 に 連絡をとりあ い
､ 定期的な会議等

はおこな っ て い ない o

f 各事業者からの 連絡により, ケ
ー スを通して の 連携をとる

一 定期的な会などは行 っ て おらず､ 事例を通して の み の 接点. セ ンタ
ー から積極的 に働きかける

ことはして い ない

･

医療的な部分や虐待､
痴呆 ､ 受診中断などの難しい ケ

ー ス に 関して はセ ンタ ー に役割を持っ て

もらい たいと期待する事業者は多い

･

介護者 の 精神疾患や ア ル コ ー ル 依存症などの 問題で介護で きない 状態 の 場合など
､ 民生費鼻

や生活保護 の 関係から福祉 に 相談が持ち込まれ ､ 保健 セ ンタ
ー

- とつ ながることもある

･ 介護保険課 に相談を持ち込んだぼあい
､ 介護福祉課からセ ンタ ー ヘ 振られてくる場合 はある

･ 民生委員から連絡を受け､ ホ
ー ム ヘ ル パ ー が入 っ てい るが上手くい っ て い ない ようだという連

絡を受けることがあるo

訪問看護ステ
ー ション

･

ステ
ー

ションとの 連携の機会 は少なくなっ てきて いる

･ 介護保険利用者で難病の ケ
ー

ス に は保健師が関わる必要があるが
､ 訪問看護師が定期的に

訪問して い るとその 状況を把握して い るため
､ 保健セ ンタ ー で は年1 回特別介護手当て の 状況 の

確認をおこなう
･

訪問看護師は ､ 対象に定期的 に 関わっ て い るため に
､ 保健師との 連携を持 つ 必要性を感じて

い ない の で はない か
ー 訪問看護師から

､ 行政が介入してい る方が何かあっ たときの ため に安心で ある､ という声があ
る

･ 訪問者護ス テ ー ションが増加し､ それ ぞれ で依頼内容が ばらばらであるため ､ 全体で集まっ て

会議をおこなう必要性が低くなっ た
･

訪問者護ス テ
ー ション は多忙 であり､ 行政 の時間 に 合わせて 会議 に集合することは困難である

･ ケ ー スを通して お互 い 必要な際に連絡を取り合っ て い る
･

難病などの ケ
ー

ス から､ 介護支援専門員の依頼が来た場合は ､ 訪問者護ステ
ー ションの 介護

支援専門員を紹介し
､ 看護師が介護支援専門員をして い ることを考慮して い る

在宅介護支援セ ンタ
ー

暮 マ ネ
ー

ジメント的な役割は基幹型在介がおこ ない , 個別支援は保健セ ンタ ー が行 っ て いる

･

基幹型は ､ 相談にの り､ 他 に振ることはできるが ､
マ ン パ ワ

ー

が足りない ため ､ 訪問がで きるの

ま保健セ ンタ
ー で はない か

介護支援専門員

･

介護支援専門員個々 の 判断 で ､ 困難ケ
-

ス を保健センタ ー に持っ て きて い るように感じる

･ 介護支援専門員に 不安がある場合 ､ 保健セ ンタ ー に連絡が来ることが多い

･ 介護支援専門員の 不安に対し､ 以前は訪問支援をおこ なっ て い た

･ 介護支援専門員は､ 難しい ケ ー ス に つ いて保健セ ンタ
ー を通すことで何か役割を持っ てくれる

の で はない かという期待があるようだ

･ 介護支援専門員の 相談 に対して対応はするが
､ 継続することは ､ 保健セ ンタ

ー

の 役割から外
れ てくるように感じる
･ 訪問看護 ステ

ー ションの介護支援専門員からの相談が 多い傾向 にある

･

難病などの ケ
ー

ス は訪問着譲の介護支援専門員を紹介し, 虐待などの ケ
ー ス は施設型 の介護

支援専門員を紹介する場合が多い

･ 直接介護保険を申請したケ
ー ス などで は､ 保健セン女 - が把握しきれ て いない ことも多く､ 困 っ

て い るが相談する相手がわかっ て い ない 人も多い の セはな い か

病院

･ 病院からの依頼は多い

･ 病院からの依頼の なか で 多 い の は
､ 介護者や本人が精神疾患を持っ て い るケ ー

ス や ､ 高齢者
夫婦で介護が難しい ケ ー ス

､ 難病
､
などの複雑なケ

ー ス
･

ケ ｢ スを通して必要な際に連絡をとりあう｡ 連絡会議などの 実施はなし＼

･ 往診の 医師からの 高齢者の虐待を通報が多 い
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調査 3 : 介護支援専門員 ･ 居宅介護支援事業者と行政保健師との連携

(そ の 3 ) - まとめ
-



調査3

介護支援専門員 ･ 居宅介護支援事業者と行政保健師との 連携 ( その 3 )
- ま と め -

宮 崎 美 砂 子

I . 目的

本報告書の 調査 1 ｢ 介護支援専門員 ･ 居宅

介護支援事業者と行政保健師と の連携( そ の 1 )

( 以下, 調査 1 と略す) 及び調査 2 ｢ 同 ( そ の

2 ) ( 以下､ 調査 2 と略す) + の 研究結果か ら､

介護支援専門員 ･ 居宅介護支援事業者等と行政

保健師と の連携 の実態を総体的に明らかにし ,

地域ケ アサ
ー ビ ス の質を保障し向上させ る活動

を導くため の評価指標を検討する ｡

方法

調査 1 及び調査 2 の鰐果か ら , それぞれ明ら

かにな っ た連携 の実態 ､ すなわ ち ､ ①連携を と

っ た事例 ( 調査 1 及び調査 2 ) 及び②連携が必

要と考え る問題 に つ い て の 認識 ( 調査 1 ) , ③

連携を通して期待する こ と の認識 (調査 1 ) か

ら連携の 実態の 総体を集約する｡

結果 ( 表1 )

地域で療養及び介護を必要とする住民 へ の対

応にお い て ､ 行政保健師 へ の連携を必要とする

問題状況は ､ 表 1 に集約したよう に ､ 1 6 に整

理で きた｡ すなわ ち､ ( 1) 家族 の 介護力の 低い

状態､ ( 2) 医療の 必要性 の高い状態, (3) サ ー ビ

ス 利用 の 拒否 ､ ( 4) 本人と家族介護者 ､ 本人
･

家族 と事業者, 介護支援専門員と事業者､ 事業

者間そ れそれ の 意思疎通､ (5) 事業者間の 役割

の 分散 ､ (6) 介護保険で は量的に充足て きない

援助 ニ ー ズある い は介護保険適用外の援助 ニ
ー

ズ､ (7) 介護家族 へ の精神的支援､ (8) 家族によ

る虐待 ､ 介護者 へ の暴力､ (9) ホ ー ム ヘ ルパ ー

に対する拒否 ･ 暴力､ (1 0) 食事指導 ･ 栄養指導

へ の対応, (l l) 独居者 の見守り, (1 2) 潜在して

りう地域内の ケア ニ
ー ズ ､ (1 3) 関係者と の問題

の共有 の場 ､ (1 4) 介護支援事業者 へ の技術教育,

(1 5) 公の 立場か ら の 事例 の個別性 の 理解と共

有､ (1 6) 一

般市民 へ の制度 へ の 啓発 , であ っ た｡

こ れ ら の 問題状況 の中で ､ 調査 1 か らの み抽

出され た問題 は､

_
(5) 事業者間 の役割 の分散､ ( 6)

介護保険で は量的に充足 て きな い 援助 ニ
ー ズあ

る い は介護保険適用外の 援助 ニ
ー ズであり,

一

方 ､ 調査 2 か ら の み抽出され た問題は､ (7) 介

護家族 へ の精神的支援 ､ ( 8) 家族 による虐待,

介護者 へ の 暴力 ､ ( 9) ホ
ー

ム ヘ ル パ -

に対する

拒否 ･ 暴力, (1 0) 食事指導 ･ 栄養指導 へ の 対応

で あ っ た｡

他の 問題状況は , 調査 1 及び嗣査 2 の 両者か

ら抽出され て い たo これ らは､ 訪問者護ス テ
ー

シ ョ ン側及び行政保健師側 の両者にお い て ､ 連

携を要する問題状況とし て認識され て い る こ と

を示して い る｡

また表 1 の 右欄に, 問題状況ごとに､ 対応の

必要な ニ
ー ズとして実際に保健師によ り対応が

成された 内容を付記した｡

lV . 考察

訪問看護ス テ
ー

シ ョ ン の行政保健師に求める

連携 の実態と ､ 実際に介護支援専門員 ･ 居宅介

護支援事業者等か ら行政保健師が依頼を受けて

対応した連携 の実態を統合し､ 地域ケアサ
ー

ビ

ス を構成する連携 の実態を総体的に明らかにす

る こ とがで きた｡

結果に示 した 1 6 の内容は ,
｢ 予防+ ｢ 医療及

び介護にかかわ るケアの 継続+ ｢ 生活の維持+ ｢ 個

別性 の 尊重+ ｢ 精神的ケア+ ｢ セル フ ケア+ ｢ 近

隣等によ る地域支援+ ｢介護支援事業者 の技術

- 33 -



水準+ の 観点か ら, 療養者 8 家族に応じた地域

ケアサ
- ビス の質を保障し, 向上 させるため の

指標と して 活用 可能な意味を も つ と考え られ

る
｡

こ れら の指標の有用性に つ い て は今後 の検

討課題 で ある｡

V . 結論

訪問者護ス テ
ー シ ョ ン の行政保健師に求め る

連携 の実旗及び, 行政保健師が介護支援専門員

･ 居宅介護支援事業者等か ら依痩を受けて実際

に対応した連携 の実態を統合する こ とにより ､

地域ケアサ ー ビ ス を構成する連携の 実態を総体

的に明らか にした o そ の 結果､ 行政保健師 の連

携を必要とする 1 6 の 開運状況が明らか にな っ

た ｡
これ らは地域ケアサ

ー

ビス の 質を療養者 ･

家族 の立場から保障し向上させる上 で活用可能

な評価指標で ある と考えられた ｡ 指標 の有用性

の検証は今後の 課題である ｡
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表 1 行政保健師との連携を必要とする問題状況 と対応の必要な ニ
ー ズ ( まとめ)

問題状況
問題状況の 根拠

対応 の 必要な ニ ー ズ調査 1 調査 2

連携

事例

開法

認識

期待
認識

連携

事例

(1) 家族 の 介護力の 低 い 状態

㊨

㊨

･

本人の 療養場所 の 碓
･ 家族介護力の 低 い 状況下 に ある療養者 (以下 ､ 本 煤 (退院調整)

人を略す) の療養場所の 早急な確保 ･

本人 . 家族 の 社会 か ら

の 孤立を防ぐ対応

･ 全豪族 最が問題をも つ

･

社会か ら孤立 しがちで 家族 に介護力の 低 い場合
･ 同居す る 家族全員が健康問題 ･ 生活問題を抱え て ㊨

いる 世帯 に対する 対応 世帯 に 対する 日 常生活

の 営み継続 の ため の 対
･

本人が精神疾患をもち
､ 家族 の 介護力の 低 い 場合 ㊨

の 退院調整 応

(2) 医療 の 必要性 の 高 い 状態

㊨

･

医療依存度 の 高 い 療養
･

医療依存度が高 い た め に事業者側の 受け入れが困 者を受け入れ て くれる

難な場合 介護事業者の 確保
･

医療及 び介護 ニ ー ズ･ 医療及び介護 ニ
ー

ズ の 両者を有す る場合の 退院調 ⑳

整 両者 に対応する退院

調整
･

精神的問題を抱える家族 へ の 対応 ㊨
･ 医療の 介入が必要な場合 ㊨

㊨

･ 受療 の 必要性 ､ 未受

診 ･ 受病中断 へ の 対応
･ 独居者の 医療未受診

･

受療中断 へ の 対応

(3) サ ー ビス利用 の 拒否

◎

⑳

･ サ
ー ビス 利用 の 意義

･ 制度の 利用を拒否 して い る家族の 調整 や必要性 をわ か っ て も

らうた め の 本人も しく

は 家族 へ の 働きかけ

･ サ ー ビス 利用を拒否 して い る 場合
･ サ ー ビス 利用を拒否 して い る家族 へ の かかわtJ ⑳
･ 本人の 生活環境 に踏み込ん だ対応 ⑳

(4) 本人と家族介護者 , 本人 . 家族と事業者, 介護支

㊨

･ 意思疎通 を図るた め

捷専門員と事業者､ 事業者間それぞれの 意思疎通 の 両者それぞれ へ の

･ 本人と家族介護者､ ある い は本人とホ ー ム ヘ ル パ 働きか け
一

等外部支援者間の 相 互 の 意思疎通を図る た めの

調整

･ 本人 ･ 家族と事業者との意思疎通の 調整 ◎
･

介護支援専門員と事業者との 意思疎通 の 調整 ㊨

(5) 事業者間の 役割 の 分散

㊨

･

複数 の 事業者間の 役割
･ 1 つ の 事業者 で は ニ ー ズの 充足がで きずか つ 責任 の 分散の 調整

がもて な い場合

(6) 介護保険で は量的 に充足できな い 捷肋 ニ
ー

ズある

◎

･ 公的制度の 適用の 検

い は介護保険適用外 の援助 ニ ー

ズ 討 ､ 地域資源 の 活用
･ 介護保険で は量的 に 充足で きな い 援助 ニ ー ズある の 検討

い は介護保険適用外 の援助 ニ ー ズを充 た すための

方策 の 検討

･ 介護保険だけで は 充足で きな い ニ - ズをもつ 場合 ⑳

◎

○

･ 介護保険の 未申請あるい は 適用外で ある 場合
･

公的制度の 適用 の 必要な場合

(7) 介護家族 へ の 精神的支捷

○

･ 個別の精神的支援
･ 家族 へ の 精神的支援

(8) 家族による虐待 ､ 介護者 へ の 暴力

○

･

個別 の 気持 ち ･ 考え ･

･

家族 による虐待､ 介護者 へ の 暴力 へ の対応 状態の 把纏

(9) ホ ー ム ヘ ル パ ー に対す る拒否 ･

暴力

○

･ 個別 の 気持 ち ･ 考え ･

･ ホ
ー

ム ヘ ル パ ー に対する拒否 ･ 暴力 へ の 対応 状態の 把握

(1 0) 食事指導 ･ 栄養指導 へ の対応

○

･ セ ル フ ケ ア カを促す
･ 食生活指導

･

栄養指事 へ の 対応 働きかけ
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表1 行政保健師との連携を避雷 とする問題状況と対応の必要な ニ ー ズ ( まとめ) ( つ づき)

問題状況

問題状況 の 根拠
対応の 必要な ニ ー ズ調査 l 調査 2

連 携
事例

問 題

認識
期待
認識

'

連携
事例

(l l) 独居者の 見守り

㊨

･ 独居高齢者 を取 L) 巻

･ 安否の確認 く 地域住民と の 協働

によ る支援体制づく リ

･ 独居者 の 望む生活
･

望む 死 の あり方 の 把

撞

･

独居の 末期療養者本人 へ の 凍神的支援 ㊨

･ 見事りの な い 独居高齢者 へ の 地域支援 ⑳
8

独居者の 健康や 生話の 見守t) ⑳

･ 独居者と生や死 に つ い て 話 し合 い
､ 助けるこ との

で きる存在と して の か か わり

㊨

(1 2) 潜在 して い る地域内の ケア ニ ー ズ

㊨.

･

潜在 し て い る 地域ケ ア

･ 潜在 して い る地域 の ケ ア ニ ー ズの 実態把握 ニ ー ズ の 把握と予防的

対応
･

障害者 で ある 同居家族 の 将来を視野 に入れた 対

伝

⑳

(13) 関係者と の 開成の 共有の 場

㊨

･ 問題 の 共有 の で き る

･ 関係者との 問題の 共有の 場づ< tJ 場づくリ

(1 4) 介護支援事業者 へ の 技術教育
･ 痴呆をも つ 対象者 へ の ホ ー ム ヘ ル パ ー の か か わリ

方

㊨

･ 痴呆 の 対応技術教育

(1 5) 公の 立場か らの 事例の個別性の 理解と共有

㊨

･

事例の 把撞 ､ 状況理
･ 痴呆で か つ 金鉄的な問題をもつ 場合 解 ､ 関係部署 へ の 情

報提供
･

本人 ･

家族の 意思の 理解 ㊨
･ 緊急時の 搬送先病院の 消防署 へ の 連絡 ◎

(1 6)
一

般市民 へ の 制度 へ の啓発

㊨

･ 一 般市民 へ の 制度 の
･ 一

般市民 へ の 制度に 関する説明 周知を図 る対応

-

3 6
-



調査4 : 関係機関
･ 職種との連携に関する基幹型在宅介護支援セ ンタ

ー

に属する

看護職の 役割 - 看護職者3 名ヘ の聴き取り調査か らの分析 -



調査 4

関係機関 ･ 職種との 連携に関する基幹型在宅介護支援セ ンタ ー に属 する看護職の役割
- 看護職者3 名 へ の聴き取り調査か らの 分析 -

山田洋子 宮崎美砂子

I . 目 的

ケアサ
ー

ビ ス を ､ 地 域を単位 として みた場

合 ､ 地域住民に と っ て の サ
ー ビ ス の 質は ､ ケ

アサ
ー ビス の 継続性 ･ 連続性 ･

- 黄性 と い っ

た要素が重 要にな る と考え る ｡

地 域を単位 と したケ アサ
- ビ ス 提供は ､ 従

来か ら行政 に所属す る看護職で ある保健師が

担 っ て きて お り ､

一 定地域を単位にサ
-

ビス

を提供 し ､ そ の 質を向上 させ る体制づく り を

行 っ て き た｡ しか し､ 平成 2 年度に在宅介護

支援セ ン タ
ー

が 設置され ､ 地域 の 高齢者に対

する支援活動 の
一

部 は在宅介護支援セ ンタ ー

へ シ フ トした . さらをこは ､ 平成 1 2 年度に介

護保険制度が創設され ､ 在宅介護支援セ ン タ

ー

には ､ 介護予防か ら要介護高齢者 の 支援 ま

で を含む地 域に居住す る高齢者 の 支援 を総合

的に行うと い う機能 ･ 役割が 大きく 求められ

る よう に な っ た ｡ 今後 も , 在宅介護支援セ ン

タ ー

に求め られる役割 ･ 機能は変化し つ つ あ

る
1 )

｡ 特 に , 基幹型在宅介護支援セ ンタ
ー に

は ､ 地域ケアサ ー ビ ス の 中核を担う も の と し

て の 役割が求め られて い る o こ の よ うな役割

･ 機能を発揮す るため には ､ 住 民の 生活にか

か わ る関係機関 ･ 職種が有機的に連携 をと る

こ とが 重要とな る と考え る ｡

そ こ で ､ 本調査は ､ 基幹型在宅介護支援セ

ンタ
ー に属する看護職が ､ 関係機関 ･ 職種 と

の 連携 に関し て どの よう な役割を果たす こ と

が 重要で あるか に つ い て 明らかにする こ とを

目的とする ｡

方法

1 . 調査対象

調査対象は , 基幹型在宅介護支援セ ン タ
ー

に所属する看護職者 3 名 と した ｡ 3 名の 内訳

は保健師 2 名 ､ 看護師 1 名で あ る Q

対象 と した 看護 職者 が 所属す る基 幹型 在

宅介護支援セ ン タ - の概要は表 1 の とお り で

ある｡

表 1 調査対象者 の 所属する セ ン タ ー の 概要

看 護職 自 治体 の 人 口
･

高齢 化率

在 宅介 護 支援 セ ンタ ー

設 置数

A 保 健師 a 市

人 口 約 3 3 万 人 ､ 高齢化 率 14 %

基幹 型在 宅介 薄支 援セ ンタ ー

1 か 所

地域 型在 宅介 欝支 援セ ンタ ー

1 2 か 所

B 保 健師 b 市

人 口 約 10 万 人 ､ 高齢化率 1 3 %

基 幹型在 宅 介護支 援 セ ン タ ー

1 か 所

地域 型在 宅 介護支 援 セ ン タ ー

5 か所

C 看 護師 c 市

人口 約 8 万 人 ､ 高齢 化率 2 5 %

基 幹型在 宅 介欝支 援 セ ン タ
ー

1 か所

地域 型在 宅 介護支 援セ ン タ
-

7 か所

2 . 調査方法

面接 によ る聴き取り調査 を行 っ た o 調査項

目 にそ っ て質問し
､ 調査対象者 に回答 し て も

ら っ た ｡ 面接終了後 , 調査 対象者が語 っ た内

容 を記録にお こ した ｡

3 . 調査項 目

1 ) 基幹型在宅介護支援セ ンタ
ー

看護職がか

か わ っ た個別援助事例 の 概要 とか かわ り の 内

容

2 ) 個別援助事例以外 の 活動 にお ける基幹型

在宅介護支援セ ンタ
- 看護職 の か かわ り の 内

容

4 . 分析方法

調査対象者が 語 っ た内容0) 記録から , 上記

調査項目に つ い て 読み取る こ とがで き る内容

を取り出し , 整理する ｡ 整理 した 内容 に つ し
-
1
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て ケアサ
ー

ビ ス の 継続性 ､ 連続性 ､

一 貫性 と

い う観点か ら基幹型在宅介護支援セ ン タ
ー 看

護職 と関係機関 ･ 職種 と の 連携に着 目 し､ 基

幹型在宅介護支援セ ン タ
ー

に属す る看護職 の

役割 を考察する ｡

5 . 倫理面 へ の配慮

調査対象者に は ､ 調 査の 目的及び内容を 口

頭及び書面に て 説明 し､ 調査協力 ヘ の 同意 を

得た ｡ また , 調査に よ り知り得た 当該地域住

民 ･ 施設に関する情報 の 秘密 を守り ､ 個人 ･

施設が特定で き る表記 は報告書 にお い て 用 い

な い こ とを約束した ｡

lll . 結果

1 . 基幹型在宅介護支援セ ンタ ー 看護職がか

申わる個別援助事例

基幹型在宅介護支援セ ン タ
ー 看護 職が今 ま

で にかかわ っ た個別援助事例に つ い て挙 げて

もら っ た と こ ろ ､ 示 され た事例は表 2 の とお

りであ っ た｡

事例 A は ､ 介護保険非該当 で あ るが施設入

所を希望す る高齢者 で あ っ た ｡ 本 人は施設入

所を望ん で い たが ､ 看護職 は , 長年住み慣れ

た地 域で の 生活 を継続さ せ る こ と を重視 して

かか わ っ たc 本人 は独居生活 へ の 不安な気持

ちから施設入所 を希望 して い る こ とがわか り ､

近 隣者等地域 との つ なが り をもて るよ う にす

るため
, 老人 クラ ブや B 型 機能訓練事業な ど

の 地 域資源 を紹介 し､ そ こ に つ なげて住み慣

れ た地域 で の 生活 を継続で き るよう に して い

た c そ の 際 ､ 紹介 した地域資源 に つ い て , 杏

人 が生活の 中に取 り入 れ る こ とが で き るよ う

に利用後の フ ォ ロ
ー

を担 当者 に依頼 して い た o

事例 B は ､ 地域型在宅介護支援セ ンタ ー に

よ る実態把握か ら把握 した 9 0 歳代 の 高齢者

であ っ た ｡ 下肢筋力低下 , 痴呆 の ため に在宅

生活 の継続 は困灘 で はない か と思 わ れたが ,

基幹型在宅介護支援セ ンタ
ー

看護職は ､ 事例

A と同様 に住み慣れ た地域で 生括す る こ とを

重視した o そ して , 地域型在宅介護支援セ ン

タ
-

と基幹型在宅介護支援セ ン タ
ー が連携し ,

援助を稚続 し て い く こ とめ ざ した ｡ 地 域で の

生活 を継続させ る た め に ､ 家族や 近隣住民な

ど本人 の 生活 にかかわ る人 々 を
一

同に集め ,

話し合う場を設 ける こ と を し て い た ｡

事例 C は , 日 中独居で ある高齢者に つ い て

民 生委員や 隣人 等近隣住民か ら相談が持ち込

まれた 事例 で あ っ た ｡
こ の 事例で も看護職 は ,

高齢者本人 ･ 家族が こ の 地域で 生 活を継続 で

きる ように , 相談 を持ち 込んだ民生委員や 近

隣住 民に対応 して い た ｡ そ して 仕事 の た め な

か なか 会う こ とが で きない 家族 と どうにか し

て面会する こ とを試み , 援助 を進展させ よ う

と し て い た o

事例 D は 5 0 歳代で 介護保険第 2 号被保険

者で あり介護保険サ ー ビ ス は利用 して い ない

が, 生活保護担当ケ ー ス ワ
- カ ー

よ り相談が

持ち込 まれ ､ 基幹型在宅介護支援セ ン タ
ー 看

護職 がか かわ っ た事例で あ っ た ｡ 気管切開部

の 処置､ 経菅栄養管理 , 服薬管理 等 ,･ 医 療面

で の援助が必 要で あ っ たが ､ 既存 の サ
ー

ビ ス

は適用で きず､ 家族 の 協力 も得 にくい 状況に

あ っ たため ､ 基幹型在宅介護支援セ ンタ
ー 看

護職 と市町村保健部門保健師が 協力 して援助

を実施 し
, 在宅 で生活 を継続 で きる ように援

助 し て い た ｡

事例 E は ､ 男性独居者で ､ 性的な言動があ

るため ､ 複数 の 援助者 に よる訪問が必要な事

例 で あ っ た｡ こ の 事例 は訪問介護を利用 し て

い たが, 性的な言動 に関して ､ 事業所 を変更

する など の 対応 を したが改善され ず , ケ ア マ

ネジ ャ
- だけ で は対応困難 となり ､ 基幹型在

宅介護支援セ ンタ ー 看護職がか か わ る こ とに

な っ た事例で あ っ た ｡

事例 F 柱 ､ 民間の 金融機関 へ の 連絡調整を

要 した 高齢者で あ っ た｡ 本人 の 預金を同胞 が

勝手に引き出 し て しま い 本人 の 生活 費が なく

なり生活が 困難 になる と い っ た問題に対 し て ､

本人 の 生活が維持で き る ように･

,
. 保健福祉医

療関係機関 ･ 職種 の みな ちず､

〉

･ 本人 の 生活に
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か かわ る民 間の 金融機関に対 し て も連絡調 整

を し て い た ｡

事例 G 柱 ､ 精神疾患が あり ､ 以前か ら保健

所や市町村保健部門の 保健師 と つ なが りがあ

る事例で あ っ た ｡ 精神症状に よ る生活上 の 問

題が生 じ て い た が , 家族 の サポ ー トを十分 に

得 られず , 近隣者か ら の 苦情や相談 へ の対応

も必要 で あ っ た ため ､ 複数 の 援助者 で か かわ

る必要性があ っ た｡ また本人 に と っ ては ､ 以

前か らか かわ り の あ っ た保健所保健師 と の つ

な が り を保 ち ､ 援助が継続され る こ と も重視

して い た ｡

2 . 個別援助事例 における 基幹型在宅介護支

援セ ンタ ー 看護職の かか わり

基幹型在宅介護支援セ ンタ ー

看護職がかか

わ っ た 個別援助事例 につ い て ､ 看護職は どの

よ うな か かわ りを した の か , そ の 内容 を表 3

に整理 した｡ 以下 に内容 を説明する ｡

1 ) 地域型在宅介護支援セ ンタ
ー ･ ケア マ ネ

ジ ャ
ー

の 力量を判断 し､ それ に応 じて 個別援

助を担 い援助を継続する

こ れ に含 まれ る内容 は, 病院か ら在宅 へ の

移行期や在宅療養中に ､ 対象者 に と っ て必要

な援助が継続 され る こ と を重視 して , 地域型

在宅介護支援セ ンタ ー や担当ケア マ ネジ ャ
ー

がど こ まで 援助がで き得る か と い っ た力量を

判断し ､ そ の 判断 に基づ い て 基幹型在宅介護

支援セ ンタ ー

看護職が援助を担い 実施す る と

い う も の で あ っ た ｡

2 ) 本人 ･ 家族が抱える問題が複雑で あり ､

ケア マ ネジ ャ
ー

や 地域型在宅介護支援セ ンタ

ー 職員で は対応が困難な事例 に対 して ､ 関係

機 関 ･ 職種との連絡調整を行う

こ れ に含 まれ る内容は
`

､ 本人 ･ 家族 の抱え

る健康生活問題 の 多様 さ ､ 複雑 さ , 困難さ を

判断 し ､ 基幹型在宅介護支援セ ン タ
- の機能

を活用 して 関係機関 ･ 職種 と の 連携を はかる

と い っ た内容で あ っ た｡ そ の 際には ､ 地域型

在宅介護支援セ ンタ
ー や担当ケ ア マ ネジ ャ

-

を巻き込 ん で行 っ てお り ､ 現状で は対応困難

で あ っ て も今後同様な事例に対し て は対応で

きる よう にな る こ とを意図してか かわ っ て い

た ｡

3 ) 地域型在宅介護支援セ ンタ ー ･ ケ ア マ ネ

ジ ャ
ー

の支援要請に応える

こ れ に含 まれ る内容は ､ 個別援助事例 に つ

い て 地域型 在宅介護支援セ ンタ ー や 担当ケ ア

マ ネジ ャ
ー

か ら支援 の 要請があ っ た とき には ,

どの よう な内容 で あ っ て も応え ると い う も の

であ っ た ｡ こ の 場合 も前項と同様に
､ 現状で

は対応困難で あ っ て も ､ 今後同様な事例 に対

し て は地域型在宅介護支援セ ン タ
ー

や ケア マ

ネジ ャ
ー

自身で対応で き るよう にな る こ とを

意図し て かか わ っ て い た ｡

4 ) 介護保険サ
ー ビス だけで は充足で きない

ニ ー ズに対 して ､ 他の サ
ー ビス 利用や支援者

の活用を図る

こ れ に含まれる 内容は ､ 介護保険サ
- ビ ス

だけで は充足で きない こ
- ズに対 して ､ 介護

保険サ ー ビ ス 以外 の , 福祉サ ー

ビス やイ ン フ

ォ
- マ ル なサ ー

ビス の 活用 を図る と い うも の

であ っ た ｡ 特 に保健師 の 場合には , 基幹型在

宅介護支援セ ンタ ー 配属以前に ､ 市町村保健

部門に所属 し , 地 域を受け持 っ て保健師活動

をして い た准験 の 中で蓄積され た老人ク ラ ブ

や 地域 の サ
ー ー

クル など
､ 住民が居住する地域

に密着 した 情報 も駆使し て い る こ とが確認 で

き た ｡

5 ) 行政保健部門の保健師と連携を とる こ と

が必要な事例 を判断 し協力を求め る

これに含まれ る内容 は ､ 従来 ､ 行政保健部

門 の 保健師が援助 してき た精神障害者や健康

管理 面で の 保健指導が必要な者が い る世帯 へ

の 援助 に つ い て ､ 保健部門保健師 の 協力を求

める も の で あ っ た D こ れ は ､ 両者が連携を と

っ て協働 で援助を行う こ とによ り ､ よ り充実

した援助を提供で きる ようにする こ と意図し

たも の で あ っ た ｡

ただし , 基幹型在宅介護支援セ ンタ … 看護

-
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職が 保健師 の 場合に は ､ 必ず しも保健部門保

健師 の 協力 を得ずに ､ 看護職自身 の 経験 に基

づ い て援助 を行う こ と もあ っ た ｡

また ､ 精神障害者 に つ い て は , 基幹型在宅

介護支援セ ン タ
- が把握 し援助を 開始する以

前か ら保健所保健師が かか わ っ て い る場合 も

あるた め ､ 本人
･ 家族に と っ て 援助が継続 さ

れ る こ とを重 視し て ､ 効果的に保健所保健師

や 市町村保健部門 の 保健師にか かわ っ て もら

う こ とを意図 して い た o

6 ) 医療 に関する援助が継続で きる よう に支

援する

こ れ は , 基幹型在宅介護支援セ ン タ
ー 看護

職が ､ 自ら看護職と して 医療面 で の 専門性を

発揮する こ とを重視 して い る内容で あ っ た ｡

既存の 制度 で は看護職によ るサ
ー

ビ ス が提供

で きな い場合には ､ 必要 に応 じて基幹型在宅

介護支援セ ン タ
ー 看護職自身が直接的にケ ア

を提供する こ とや ､ ケア マ ネジ ャ
ー は医療機

関と の 連携が十分 に とれ て い な い とい う判断

に基づ き基幹型在宅介護支援セ ンタ ー 看護職

がそ こ に介在 し て 医療機関とケア マ ネジ ャ
ー

と の連携をはか る こ となどを含む 内容であ っ

た ｡

7 ) 住民が地域で安心 して 生活を継続で きる

よう に自立支援を め ざす

これは､ 高齢者に と っ て住み慣れ た地域 で

の 生活の 継続を重視 したか かわ りで あ っ た ｡

高齢者本人が施設入 所を希望 して相談を持ち

込んだ場合で あ っ て も､ なぜ施設入 所を希望

して い る の か とい う点 に着 目 し ､
こ れ にかか

わ る生活 へ の 不安等 , 本人 の 気持ちや考え を

て い ね い に捉 え ､ 在宅生括 の 継続を め ざす も

の で あ っ た ｡

8 ) 住民か らの苦情に対応する

こ れは ､ 介護保険サ
ー

ビス に対す る利用者

か ら の 苦情が 出された場合 には , 自治体直営

で ある基幹型在宅介護支援セ ン タ
ー が責任を

も っ て処理する と い う もの で あ っ た ｡

3 . 個別援助事例以 外の活動 にお け る基 幹型

在宅介護支援セ ンタ ー 看護職の かか わ り

個別援助事例以外 の 活動にお け る基幹型在

宅介護支援セ ン タ
ー

の看護職 の かか わ り に つ

い て 読み 取 る こ とが で き た 内容を整理 し､ 表

4 に示 した ｡ 以下 に こ の 内容を説明する ｡

1 ) 地域の実態把握 によ り ､ 潜在する要援護

高齢者を把握する

こ れ に含 まれ る 内容 は ､ 地域型 在宅介護支

援セ ンタ
ー が実施する地域 の 実態把握 に つ い

て ､ 調 査票 を 工 夫 した り ､ 記入 後の 調査票 の

点検 ･ 確認を確実 に行 っ た りす る等 ､ 単に地

域型 在宅介護支援セ ン タ
ー

に任せ る の で はな

く ､ 基幹型在宅介護支援セ ン タ
ー の 立場か ら ､

地域型在宅介護支援セ ンタ
-

と協働 して , 潜

在して い る要援護高齢者を効果的に把握す る

こ とを意図した内容で あ っ た o

2 ) 地域診 断に基づき ､ 必要な サ ー ビス を提

供する

こ れ に含 まれ る 内容は ､ 実態把握調査や 日

常の 活動の 中で捉 え て い る情報を も とに地域

を診断し ､ 地 域住 民に と っ て 必要な サ ー

ビス

を提供す るため の 方法に 関する 内容 で あ っ た ｡

サ
ー ビス提供 におい て は ､ 地域 の 実情に応 じ

て ､ 地域型在宅介護支援セ ンタ
- に委託する

場合 と ､ 基幹型在宅介護支援セ ンタ
ー 自 らが

実施する場合 の 両者がある こ とが 確認 で き た｡

基幹型在宅介護支援セ ンタ ー

が自 ら実施する

例 と して ､ 痴呆予防教室があげられた o こ れ

は ､ 地域で は未だ痴呆 に関 して偏見や受け入

れ難い と い う考え方があり ､ 地域型在宅介穫

支援セ ンタ こ
を拠点と した住民 の 身近な と こ

ろ で実施する と ､ .参加者が少なか っ たり本当

に参加を希望する者が 参加で きなか っ たりす

ると い う実態が あ るため ､ 中央で実施する方

法を採 っ て い る と い う こ とで あ っ た ｡

また , 本調査で は具体 的な 活動成果 と して

は示 されなか っ たが
､ 地域 の サ ー

ビス 資源 を

診断 した上 で ､ 介護保険サ -

ビス以外 に住民

にと っ て 必要で ある と考 え られ るサ ー ビス が
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ある場合には ､ 既存 の サ
ー

ビ ス の 拡充や 新た

な サ
ー ビ ス を創り 出し て い く こ とも , 基 幹型

在宅介護支援セ ン タ
ー 看護職q) か かわ り で あ

る こ とが 示 され た ｡

3 ) 地域型在宅介護支援セ ンタ
ー

の力量を判

断 し こ れ に応 じて支援する

こ れ に含 まれ る 内容は ､ 基幹型在宅介護支

援セ ン タ
-

が , 市町村内 の 各地 域型在宅介護

支援セ ンタ
ー

の 力量を判断 し ､ こ れ に基づ い

て 各セ ン タ
ー

ヘ の 支援を個々 に行う こ とによ

り ､ 地 域全体 に提供するサ ー ビス をよ い よ い

もの に 向上 させ る こ と をめ ざして い る内容 で

あ っ た o 各地域型在宅介護支援セ ンタ ー に対

す る具体的な支援方法 に つ い て ､ 力量 の 判断

方法 と し て は ､ 実態把握記録や 活動記録等 の

記録物か ら把 握す る ､ 職員 の 経験 等 の 職員

個 々 の 力量か ら把握す るな どがあ っ た ｡ 実際

の 支援方法 とし て は ､ 情報提供や研修を実施

す る ､ 事業を 共同で実施す る ､ 個 々 の 相畝に

応 じる などで あ っ た ｡

4 ) ケ ア マ ネジ ャ
ー の力量を判断 し これ に応

じて 支援する

地域 型在宅介 護支 援セ ン タ - へ の 支援 と

同様 に , ケア マ ネジ ャ
ー

に対 して もそ の 力量

を判断 し支援 して い た｡

判断方法 と しては ､ 地域ケア会議や ケ ア マ

ネジ ャ
ー 主催 の 研修会等 の 場を活用 しケア マ

ネジ ャ
ー に直接対面 し ､ ケア マ ネジ ャ

ー が 困

っ て い る こ とを把握 したり ､ 個々 の 特性 を把

握 した りす る こ とで あ っ た ｡

支援方法 と して は ､ ケア マ ネジ ャ
ー 自身が

基幹型在宅介護支援セ ンタ
-

看護職に相散を

持ち込んだ場合は もちろ んの こ と , 自ら は相

談 し て こ ない 者に対 して も ､ タイ ミ ン グを見

計ら っ て支援的なか か わりを も っ て い た｡ す

なわち ､ ケア マ ネジ ャ
ー 一 人ひ とり に つ い て ､

力量を判断 した 上 で ､ そ れぞれ の 状況 に応 じ

たかか わ りをして い た o また ､ 地域ケア会議

の 開催を通 し て 支援 して い た ｡ 具体的には ､

実情にそ っ た支援を行うために , 地域ケア会

議 の 内容を独自に 工夫 し て企画 した り , 事例

検討を通 じて ケア マ ネ ジ ャ
- 自身の 意識に働

きか ける こ とによ り資質向上 を意 図し て い た ｡

5 ) 協働する専門職の専門性 ･ 力量を活か し

て 事業を企画 ･ 実施する

こ れ は ､ 前述した地 域型在宅介護支援セ ン

タ
ー

や ケア マ ネジ ャ
ー 以外にも ､ 同じ行政内

の 他の 専門職や地域型 在宅介護支援セ ン タ
ー

を委託して い る施設職員 で ある他の 専門職 ,

ま た基幹型在宅介護支援セ ン タ ー の 同僚等 ､

協働する各専門職 の専門性や 力量を活か して

活動 を行う と い っ た内容 で あ っ た ｡

6 ) 関係機関 ･ 職種との つ ながりを つ く る

こ れ に含 まれ る 内容 とし て ､
｢ 今 まで 公衆

衛生活動で 培 っ て きた , 調整役割や コ
ー ディ

ネ ー タ - 役割 を活か す+ は保健師か ら ､
｢ 個別

事例 へ の 援助を通 して必 要な関係機関 ･ 職種

と の つ なが りを つ く っ て い く+ は看護師か ら

述 べ ら れ た 内容で あ っ た ｡ 両者 と も関係機

関 ･ 職種と の つ なが りを つ くる こ と を重視し

て い るが ､ 基幹型在宅介護支援セ ンタ
ー

に配

属され る以前 の 経験 による違い がみ られた ｡

7 ) 民生垂鼻の相談 に応 じ支援を行う

これ に含 まれ る内容は ,
｢ 民生委員には住民

の 身近なと こ ろで 相談役 ､ 見守り役にな っ て

もらい
､ 基幹型在宅介護支援セ ン タ

ー

看護職

は民 生委員 の 相談に応 じて 支援す る+ で あ っ

fr o

8 ) 介護予防をめざした活動を行う

こ れ に含まれ る内容は ､ 現在 の 高齢者対策

の 重要な柱 と して 介護予防活動があ り ､ そ の

ため の 基幹型在宅介護支援セ ンタ
…

看護職 の

か かわ りに 関して 示 された内容で あ っ た

9 ) 住民に と っ て身近な 相談窓 口 とな り対応

する

こ れ に含 まれ る 内容 ほ ,
｢ 住民 ､ 特 に 当事

者以外 の 近隣者等 の 身近な相談窓 口 になる+

｢ 障害者など高齢者以外 の対象 で あ っ て も ､

地域 の 実情を考慮 し､ 他に相談機関がな い と

い うこ とか ら相鉄 ･ 援助を行う+ で あ っ た ｡
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川) 行政 の立場で ある こ とを活か して援助を

行う

こ れ は ､ 基幹型在宅介護支援セ ン タ
ー

は行

政直営 で ある こ とか ら ､ 住民 の 信用 を得や す

い と い う利点が あり ､
こ の 利点 を活 かす こ と

によ り ､ サ
ー

ビス を受ける こ とを拒否 して い

る等 ､ 接触困難な住民 に対 して も関係 を築き ､

援助 を実施する と い う 内容で あ っ た ｡

lV . * *

以 上 の 結果より ､ 関係機関 ･ 職種 と の 連携

に関する基幹型 在宅介護支援セ ン タ
ー

に属す

る看護職 の 役割 として ､ 以下 の 点が重 要で あ

る と考え･られ た ｡

1 . 住み慣れた地域で の生活が継続 され る こ

とを重視 して 関係機関 ･ 職種 と連携をは か り ､

ケアサ
ー

ビ ス を提供する

結果 1 に示 したよ う に ､ 基幹型 在宅介護支

援セ ン タ
ー 看護職が かか わ っ た個別援助事例

にお も1 て ､ 看護職は ､ 本人
･ 家族が住み慣れ

た地域で の 生活を継続で き るよ うにする こ と

を重視 して い た｡ そ の た め に ､ 地域型在宅介

護支援セ ンタ
ー

や ケア マ ネジ ャ
ー

, 生活保護

担当ケ - ス ワ
- カ ー

, 民 間の 金融機関 , 老人

ク ラブ , 民生委員 , 近隣住民等 ､ 様々 な関係

機関 ･ 職種と連携を はか っ て い る こ とが 確認

で きた ｡

また , 結果 3 表 4 の 2 ) で 示 した よう に
､

看護職 は ､ 地域診断に基づ き , 予 防の 視点か

ら介護予防教室や痴呆予防教室を企画 実施し

て ､ 住 民が よ り健康 に生活を送る こ とがで き

るよ う に ､ 地域型在宅介護支援セ ンタ
ー

等 と

連携 し て 必要なサ ー ビ ス を提供 して い た c
こ

れ は ､ 地域住民が介護 を要す る状態ならない

よう､ 未然に 防ぐこ と を目的 と した活動で あ

り , 住民 が地域で 生活 し続 ける こ とを め ざし

たも の で ある o

在宅介硬支援セ ンタ - は､

一

定 の 地域社会

を単位に ､ そ こ に暮 らす人 々 の 在宅 生活 の 支

援をめ ざすも の であ る
2 )

｡ 利用 者はあらゆる

地域住民 で あ り , 住民 が地 域にお い て生 活を

継続で きる こ とを重視 し て かか わ る こ とが 求

め られ て い る と言える ｡ そ の ため に は関係機

関 ･ 職種 と連携をはか る こ とが 必 要にな る ｡

つ ま り ､ 地域住民 の 生活 の 継続性を重 視 して

関係機関 ･ 職種 と連携 し , 地域 に必要な ケ ア

サ
ー

ビ ス を提供 し て い く こ とが重要 で ある
｡

2 . 地域型在宅介護支援セ ンタ
ー やケア マ ネ

ジ ャ
ー

の サ ー

ビ ス の質向上に責任をも つ と い

う観点か ら連携 をはか る

結果 2 に示 した とお り ､ 個別援助事例 にお

い て ､ 基 幹型在宅介護支援セ ン タ
ー 看護職は ､

地域型 在宅介護支援セ ンタ
ー

や ケ ア マ ネジ ャ

ー の 力量を判断し ､ そ の 判断に基づ き個々 に

応 じて 支援する と n う か か わ り を して い る こ

とが確認 で きた ｡ すなわ ち , 支援 の 要請に対

し て す べ て 同じように対応す る の で はなく ､

まず はそ の 力量を判断 したうえで ､ 各地域型

在宅介護支援セ ン タ
ー がそ れぞれ の 担当地域

にお い て責任を果たせ る こ と, 各ケア マ ネジ

ャ
- が担当する利用者 に対 して 責任 を果たせ

る こ とを意図 して いた ｡ そ して ､ 各々 の機 関 ･

者が提供す るサ ー ビ ス の 質を 向上 させ る こ と

を重視 して い た ｡
こ の よ う に 一 人ひ と り ､ 各々

の 機関 の 支援を通 して , 地域全体 の サ ー

ビス

の 質を維持 ･ 向上 させ る こ とが重要で ある と

考 えられ た ｡

これ は ､ 結果 3 に示 したとお り ､ 個別援助

事例以外 の 活動 に つ い て も同様で あり ､ 基幹

型在宅介護支援セ ンタ
ー 看護職は ､ 各地域型

在宅介護支援セ ンタ
- や ケ ア マ ネジ ャ

ー

の 力

量に応 じて ､ 事業を委託 した り共同で 実施 し

たり ､ ケア会議を括用 して 支援 して い た｡ こ

の ような活動 の 過程にお い て も , 地域型在宅

介護支援セ ンタ
ー

や ケア マ ネジ ャ
-

の 力量を

高める こ とを意図してか か わ っ て い る と考 え

られ た ｡

以上 の こ とか ら ､ 基幹型在宅介磯支援セ ン

タ
ー 看護職は ､ 地域型在宅介護支援セ ンタ ー

-
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やケ ア マ ネジ ャ
ー の 提供するサ

ー ビ ス の 質の

向上 に 責任を も つ こ とを通して
､ 各々 の 関係

機関 ･ 職種 と連携 をはか る こ とが 重要 で ある ｡

3 . 地域ケ ア会議を活用 して関係機関 ･ 職種

との 連携を はか る

前述した よう に
, 基幹型在宅介護支援セ ン

タ
ー 看護職は ､ 地域型在宅介護支援セ ンタ

ー

やケ ア マ ネジ ャ
ー の 質向上 に責任 を も っ て お

り , そ の た め に様 々 なか かわ りを し て い る こ

とが本調査か ら確認 で きた｡

結果 3 に示 した よう に ､ 基幹型 在宅介護支

援セ ン タ
-

看護職は ､ 地域ケア会議 を意図的

に活用し て ､ 地域型 在宅介護支援セ ンタ ー や

ケア マ ネ ジ ャ
ー

の 支援を行 っ て い る こ とが確

認で き た ｡ 関係す る機関 ･ 職種が
一

同に会し ､

対面 して意見交換す る こ とによ り ､ 共通認識

し合意形成 で き る場にす る こ とや ､ 会議参加

者が 他の 参加者 の 意見を 聞く こ とに よ り気づ

き を得るな ど相互 に高め あえ る場にす る こ と

等､ 基幹型在宅介護支援セ ンタ
ー 看護職 と関

係機関 ･ 職種と の 個 々 の か かわ りだけ で は困

難な状況 に対 して , 地域 ケア会議を活用 して

連携 をはか っ て い る と考 え られ た ｡

しか し
､

｢ 開催回数が十分 で は な い+ ｢ 開催

回数 ､ 内容 には地域差が ある+ など の 課題が

ある こ とも聞かれた こ とか ら ､ 今後 , さら に

地 域ケ ア会議を充実させ て い く こ とが必 要で

あり ､ こ こ に看護職が果たす役割 は重 要で あ

る と考え る o

V . 結論

基幹型在宅介護支援セ ン タ ー に属する看護

職は , 地域型 在宅介護支援セ ン タ
ー や ケ ア マ

ネジ ャ
ー 等 ､ 関係機関 ･ 職種 と の 連携に関 し

て ､ 地域住民 の 生活 の継続性を重視する こ と ､

各々 の 関係機関 ･ 職種 の ケ アサ
ー ビス の 質向

上 に責任を も つ こ と , 地域ケア会議を有効に

活用す る こ とが 重要である ｡ 基幹型在宅介護

支援セ ン タ
ー

に属する看護職が こ れ ら の 役割

を意識化 して活動を行う こ とにより , 地域全

体 の ケアサ
ー ビス の 質向上 に つ なが る と考え

られた ｡
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の 在り方 に つ い て
一

中

間報告 -

, 平成 1 5 年 5 月 2 6 日

2 ) 白樺政和 : 在宅介護支援セ ンタ ー 再生 へ

の 訊 題 本来 の 理念 を存続 させ て いくた

め に , 生活教育, 4 5( 9) , 7
･ 1 1 ,

2 0 0 1 .

-

4 3
-



表2 基幹聖夜宅介護支援セ ンタ
ー の看護磯がかかわ っ た個別援助事例

事 例 ･ か かわ り の 内容

A 介護保険非該当 で ある が 施設入 介護保険非該当で あるが独居生活 に不 安を感 じて お り施設入 所を希望す る

所を希望する 高齢者 高齢者に対 して ､ 相談 の あっ た時点で 再度, 住み慣れ た 地域 で の 生活を継

続する こ とを提案 した ｡ まずは どの よ うな こ とに不安を感 じて い る の か を

捉 え､ 同時 に毎日 の 生活状況を詳細に 情報収集 し､ そ の 内容 に対して 予 防

の 視点か ら働き か けた｡
つ まり､

一

人 で生活する こ と へ の 不安に対 して ､

近隣者等地域 との つ なが り をつ く り､ そ の つ ながりが 断続的な もの で は な

く 日常生活 の 申に 取り入れ られるよ うにな れ ば､ 不 安が解消
･

軽減 され る

の で は な い か と考 えた｡ 外出状況 に つ い て 買い 物 の 状況を把握 したり､ 友

人関係に つ い て情報収集 した り し､ そ の 上 で ､ 老 人 ク ラブや B 型機能訓練

事業などの 地域資源を紹介 して つ なげて住み 慣れた地域で の 生活 を継続 で

きるよ うに した｡ 紹介 した地域資源に つ い て ､ 本人が生活 の 中に取り 入れ

るが で きる ように利用後 の フ ォ ロ ー を担当者に依頼して い た ｡

B 地域型在宅介藻支援 セ ン タ ー に 9 0 歳代独居で 下肢筋力低下､ 痴呆が出現 して きてお り, 在宅生活継続が困

よ る 実態把握か ら把握 した高齢 難で はない か とい う相敵が , 地域型在宅介護支援セ ンタ
.

- か ら持 ち込ま れ

者 協力 して援助を継続 した｡ デイサ ー ビ ス利用 へ の 援助を行 っ た が､ 状態 の

悪化もみ られ､ 今後在宅生活 を継続 して い くため に ､ 民生委員､ 自治会長､

家族など地域でか か わる人々 を 一

同に集め ､ 話 し合 い を実施 した ｡

C 日 中独居 で ある 高齢者 に つ い て 本人 と息子 の 妻は 同数地内で別々 に生活 して い た｡ 本人 は 日中独居で あり､

民生委員や隣人 等近隣住民か ら 息子の 妻は朝早く か ら夜遅く まで働 い て おり なか なか会う こ とが で き なか

相談が持ち込まれ た高齢者 つ た｡ 本人は近隣者宅を毎日に ように訪れ､
｢死 にたい+ と訴えた り して い

た o 看護職は､ 民生委員や近隣者か ら持ち 込まれ る相談 に対応 しながら,

どうにか して息子 の妻 に会う こ とを試み た｡

D 介護保険第 2 号被保険者 で 生括 独居 の 5 0 歳代男性で あり､ 生活保護担当ケ
ー

ス ワ
ー

カ
ー

よ り相談が持ち込

保護受給世帯で あり, 医療処置 の ま れた｡ 療治療後､ 気管切開部の 処置, 経菅栄養管理､ 抗癌剤等の 服薬管

必要な疾患を有 して い る が
､ 家族 理等が必要で あっ たが ､･ 独居で あり家族に よ る協力が十分に は得 にく い 状

の 協力を得 に く い堺況 に ある 独 況に あっ た｡ 介護保険第2 号被保険者で あり介護保険サ
ー ビス は利用で き

居着 なか っ たが , 緊急通報装置設置等の 福祉サ
ー ビス を利用で き る ように手続

き を した｡ 市町村保健部門の 保健師 に も定期的 に訪問して もらうよう協力

を得て援助を実施 した｡

E 男性独居着で, 性的な言動がある 独居の 50 歳代男性で あり , 訪問介護サ
ー ビス を利用 して い たが､ 性的な言

ため, 複数 の援助者 によ る 訪問が 動があるため ､ 複数 の援助者に よ る訪問が必要 と判断 された｡ 本人は､ 援

必要で あっ た者 助者が複数人 い たり別居家族が同席 して い たりす る と性的な言動を みせ な

か っ たため､ 別居家族や基幹型在宅介護支援セ ンタ
ー

職員が不定期 にたび

･ たび訪問する とい う状態 をつ くる ように した｡

F 民間の 金融機関 へ の 連絡調整 を 独居高齢者で あり､ 別居 の 同胞が 本人の 年金を金融機関か ら勝手に引き 出

要した高齢者 して しまうなどしたため､ 本人の 生活費がなくなっ て しまっ た｡ 金融機関

に協力を求め
､ 本人以外 の 者が引き 出す場合はもち ろん の こ と､ 本人の意

思 によ らない で 引き出す こ とが予測され る場合に もそ れ を 防ぐよう に対処

して もらっ た｡

G 精神疾患を有 し
, 以前か ら保健所 精神疾患を有 して お り, 家族の サポ

ー

トも十分で はなく , また近隣者か ら

や市町村保健部門の 保健師 と つ の 苦情や相談 へ の 対応が必要で ある ため､ 市町村保健部門保健師や保健所

ながりがある者 保健師と共同でか か わる必要が ある と判断 された. 保健所保健師とは 以前

か らつ ながりがあっ たため ､ 援助が継続 される こ とも重視 した.
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表 3 個別援助事例における基幹型在宅介護支援セ ンタ ー 看護職の かかわリ

l ) 地域型在宅介護支援セ ンタ ー . ケアマ ネジ ャ
ー の 力量を判断 し､ そ れに応じて個別捷肋を担い援助を継続する

･ 援助が ス ム ー ズ に行わ れ て い る と判断で き る場合は 地域型在宅介護支援セ ン タ - が 訪問援助を継続する

が､ 虐椿の 疑い がある場合や本人や 家族が サ
ー ビス 利用 を拒否した り して接触困難な場合等は ､ 基幹型在

宅介護支援セ ンタ
ー が 引き継 い で援助を継続する

･ 退院時､ 病院か ら連絡が あ っ た 場合 には ケア マ ネジ ャ
ー と同行訪問して援助の 継続性 をはか る

o ただ しケ

ア マ ネジ ャ
ー

白身でで き る とき は任せ る

2 ) 本人 ･ 家族が抱え る問題が複雑で あり､ ケア マ ネジャ
ー や地域型在宅介護支援セ ンタ ー 職員で は対応が困難な事

例に対 して ､ 関係横関 ･ 職種との連絡調整を行う

家族や関係機関 ･ 蔵種 との 連絡調整が困難である事例につ い て､

本人 ･

家族及び関係機関
･ 職種間の 連絡調整の 必要性を判断し､

ヤ
- に はた らきか ける

ケアマ ネジ ャ
ー が援助方針 を明確に でき て い な い 事例につ い て ､

担当ケアマ ネジ ャ
ー とともにそれ を行う

話 し合 い の 場を設けるよう にケアマ ネジ

関係者を集め て話 し合い を設け､ そ の 場

で今後の 援助方針 につ い て 提案する

･ 生活保護世帯で あり 生活保草担当者にもか かわ っ て もらう必要がある事例につ い て連絡調整を はか る

･ 本人の 生活に関わる 民間の 関係者 (金融機関) とも連絡調整をは か る

3 ) 地域型在宅介護支援セ ンタ ー ･ ケ ア マ ネジ ャ
ー の支援要請に応える

･ ケア マ ネジャ
ー か ら持ち込まれた相談に対応する

･ 地域型在宅介護支援セ ンタ ー が 地域の 実態把握か ら継続 して援助を行っ て い るが, 基幹型在宅介護支援セ

ンタ ー に支援を求め て きた事例につ い て協働で かか わる

･ 地域型在宅介護支援セ ンタ
ー が実態把握か ら把握 しケア マ ネジャ

ー が未定の 事例に対 して援助を行う

4 ) 介護保険サ ー ビスだけで は充足できな い ニ ー ズに対 して ､ 他の サ
ー ビス 利用や支援者の活用を図る

･
L

地域にある様々 な資源 ( B 型機能訓練事業､ 老人ク ラブ､ 趣味の サ ー

クル等) を紹介 し､ 参加利用で き る

ようにつ な げる

･

介護保険サ ー ビス 以外の 高齢者福祉サ
ー

ビス を導入する

･ サ
ー

ビス を紹介 した際に は, サ
ー ビス 担当者に も声をか けて お き､ 本人が利用 しやす い よ う に, また 利用

しなか っ た時に対応で きる よう につ ながり をつ く る

･ 医療処置や健康管理 が必要で あるが､ 独居などの ため家族の 協力が得にく い 上 に ､ 介護保険対象外 の 事例

に つ い て ､ 介護保険以外 の サ
ー ビスの 活用を図る

･ 介護保険や障害者等, 法律で 決まっ た枠組み で は対応で きない 部分を判断 して ､ そ こ に対応で き る支援者

やサ ー ビス の 提供を 図る

5 ) 行政保健部門の保健師と連携をとる こ とが必要な事例を判断し協力を求める

･ 本人 ･ 家族が精神疾患を有 してお り､ そ の 疾患に よっ て 生活面 に支障をきた して い る場合 には､ 市町村保

健部門保健師や保健所保健師に協力を求め る

･ 本人 ･ 家族 に保健指導が必要で ある と判断 したと きは ､ 市町村保健部門あるい は介護保険部門の 保健師に

協力を求める

6 ) 医療 に関する援助が継続できるように支援する

･ 特殊な治療や医療処置が必要で あっ たり､ 健康管理が必要で あっ たりする事例には地域型在宅介護支援セ

ンタ
ー では なく基幹型在宅介護支援セ ンタ ー

の 看護職が中心になっ てか かわ る

･

現状 におい て ケア マ ネジャ
ー

は､ 医療機関 との 連携が十分 に とれて い ない と判断で き るため､ 基幹型在宅

介護支援セ ンタ
ー

保健師がそ こ に介在 して医療機関とケアマ ネジ ャ
ー との 連携をはか る

･ 対象者が在宅生活 を維持 ･

継続するために必要な サ ー ビス, 援助は何か を見極め, 適切な援助者が援助提

供で きる ようにする｡ 特 に医療面にかかわる援助が必要で ある

7 ) 住民が地域で安心 して生活を継続で きるよう に自立支援をめざす

･ 施設入所を希望 して い る介護保険対象外の 高齢者で あっ て も､ 予防d 観点か らかか わり在宅生活の 継続を

めぎす

8 ) 住民からの苦情に対応する

･ 介護保険利用者か ら の 苦情 へ の 対応は基幹型在宅介護支援セ ンタ
ー

が行う
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表 4 個別援助率例以外の活動にお ける基幹型在宅介護支援センタ
ー 看護職のかかわり

1 ) 地域の 実態把握 により ､ 潜在する要摸護高齢者を把握する

･ 実態把轟調査票 (健康生活問題の 内容､ サ
ー ビ ス 導入 の ため継続援助 の必要性 とそ の 判断根拠､ 援助

計画 を記入) か ら把握する

･ 実態把捉票は要援護高齢者を把握で きる よ う に内容を独自に工 夫する

･ 実態把直の対象者を地域 の 実情にあわせ て設定す る

･ 実態把握の 調査票は 全ケ
ー ス必ず眼を通 し､ 援助方針 とそ の 判断理由を確認す る｡ 納得で きな い 判断

に対 して は､ そ の 理 由を再度確認する

2 ) 地域診断 に基づ き, 必要なサ ー ビス を提供する

･ 地域の 実情を捉 え､ こ れ に基 づ い て必要 と判断 される サ ー ビス を地域型在宅介護支援セ ンタ ー に委託

す る (介護予 防教室)

･ 地域の 実情を捉え ,
こ れ に基づい て基幹型在宅介護支援セ ンタ

ー

がや る べ きサ ー ビス を判断し実施す

る (痴呆予防教室)

･

前年度開催 の 教室の 事後ア ンケ ー ト､ 実態調査結果､ 地域型在宅介護支壊セ ンタ
-

活動美徳等の 統計

か ら､ 地域 の 問題 ･ ニ
ー

ズを捉 えて ､ 次年度 の 教室 の テ ー

マ に反映させ る

･ 介護保険サ
ー

ビス 以外 の 福祉サ ー ビス の 充実 をは かる

3 ) 地域型在宅介護支援セ ンタ ー a? 力量を判断 しこれ に応 じて支援する
･ 地域型在宅介護支援セ ンタ

-

の 力量を, 実態把握記録､ 介護予防プラ ン, 活動記録等か ら把握する

･ 個 々 の 地域型在宅介護支援セ ンタ
ー に応 じて 相談者 となる

･ 地域型在宅介護支援セ ンタ ー 職員の 経験. 力量 を判断 して , 地域型在宅介護支援セ ンタ ー が行う個別

援助 につ い て ､ 本人 ･ 家族の 自立支援 を意識する よう働きかける
｡ 信頼関係を形成 しなが らも - 線 を

引くよ うに助言指導する

･

地域型在宅介護支援セ ンタ ー が住民か ら持ち込まれ る相談 に対応で き る ように, 地域型在宅介護支援

セ ンタ ー を支援す る

･ 地域型在宅介護支援セ ン タ ー

の 力量 を判断 して 業務を委託する

･

地域型在宅介嘗支援セ ンタ - が行う事業に つ いて ､ 地域型在宅介啓支援セ ンタ ー

の 力量
･

要望に応 じ

て 情報提供､ 研修 を行 っ た り､ 実際面で も共同で事業を行っ たり して 支援する

･ よ い よ い事業実施 に向けて看護職 の 視点か ら地域型 在宅介護支援セ ンタ ー に提言する
｡ 教室 の趣旨説

明､ 生活実態 の 把握､ 対象者 の 生活実態 の 変化 ､ 教室参加に よる効果など､ ア ンケ ー ト実施を投げか

ける

4 ) ケアマ ネジャ
ー の 力量を判断 しこ れに応じて 支援する

･ 地域ケア会議を開催 し, ケア マ ネジ ャ
ー が困っ て い る こ と を出して もらう

･ ケア マ ネジ ャ
ー

協議会が実施する研修会や連絡会 に出向く

･ 会議等で会 っ た時に ケア マネジ ャ
ー

の 力量､ 苦手分野 ､ 経験年数等 を把握する

･ 基幹型在宅介護支援セ ンタ ー

看護職は､ 直接ケア マ ネジ メ ント業務 をや る の で はなく､ 実質は各ケア マ

ネジ ャ
ー に任 せて フ ォtj

一

にま わ る

･ ケア マ ネジ ャ
ー か らの 質問や 要望 に応 えなが ら, 助言指導 して 能力向上 をね らう

･ 介護保険利用者がよりよ い サ ー ビス を受けられる ように
､ ケア マ ネジ ャ

ー

の 助言指導や ヘ ル パ ー

等サ
ー

ビス 事業者 へ の 助言指導を行う

･ ケア マ ネジ ャ
ー か ら持ち込 まれた 相談 に個別に対応する

･ 自 ら相談 して こ ない ケア マ ネジ ャ
ー

にはタイミ ン グを見計ら っ て かかわ る

･ 地域ケア会議を国の 要綱 に拠らず独自に企画 し, こ の 場をケア マネジ ャ
ー

の研修の場 と位置付けて実施

する ｡

･

自ら相談 して こない が基幹型在宅介護支援セ ンタ
ー

が気 になっ て い る 事例 ほ事例検討会に提案 し検討

する場を意図的に設ける

･ 事例検討会で は ケア マネ ジャ
ー が 困っ て い る事例を出して も らい , アセ ス メ ン トの 足りない 部分に気づ

い て もらうよ うには たらきか ける

･ 地域ケア会議で は どの よぅな事例で もよ い の で 出して も らい検討する
｡ (特に経験年数 の 多い 者に対 し

て)
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表4 個別援助事例以外の活動における基幹型在宅介護支援セ ンタ
ー 看護職のかかわり ( つ づき)

5 ) 協働する専門聴の専門性
･

力量を活か して 事業を企画
･

実施する

･ 行政内や地 域型在宅介護支援セ ン タ ー

委託施設内の 専門職 を活か して ､ 介護予防教室の プロ グラム を

立案する

･ 基幹型在宅介護支援セ ン タ ー

の 同僚である他の 専門職の得意分野 を判断す る

6 ) 関係機関 ･ 職種との つ ながりをつ く る

･ 今まで 公衆衛生活動で培 っ て きた ､ 調整役割や コ
-

ディ ネ
一

夕
一

役割を活かす

･ 個別事例 へ の 援助を通して必要な 関係機関 ･ 職種 との つ なが り をつ く っ て い く

7 ) 民生委員の相談に応 じ支援を行う

･ 民生委員には住民の 身近なと こ ろで相談役, 見守り役 になっ て もら い ､ 基幹型在宅介護支援セ ンタ
ー

看護職は民生委員の相談に応 じて 支援す る

8 ) 介護予防をめ ざした 話動を行う

･

閉 じこ もりを予防す るため には , 適所サ ー ビス だけで はなく
, 看護職が家庭に出向きそ の 人の 生活 の

場の 中で生きがい になるも の を見つ ける

･ 地域社会 の 中で の つ ながり をつ く るため に高齢者が近所で 集まる こ との で きる場 をつ く る

･ 地域全体で介護予防に取り組むため に､ 介護予防教室 を開催 し知識や技術な どを伝えて い く

9 ) 住民にとっ て 身近な相談窓口となり対応する

･ 住民､ 特 に当事者以外の 近隣者等の 身近な相談窓 口 になる

･ 障害者な ど高齢者以外の 対象で あっ て も, 地域の 実情を考慮し, 他 に相談機関が な い とい う こ とか ら

相談 ･ 援助を行う

10) 行政の 立場であるこ とを活か して援助を行う

･ 行政の 立場 で ある こ とを活か して住民 との 関係を築き, 援助を実施する
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調査 5 : 文献事例報告からみた地域ケアサ ー ビス の質の評価にかかわる連携の実態

一 行政保健師の 関与した連携事例
-



調査 5

文献事例報告からみた地域ケ アサ
ー ビス の 質の 評価に かかわ る連携の 実態

一

行 政保健師の 関与 した連携事例 -

宮 崎 美 砂 子 大 塚 千 春

I . 目的

自宅 で 療養する本人及び家族に と っ て ､ 日 々

の健康や生活を維持し､ さらには自分らし い 生

き方を実現させ るために ､ 外部資源で ある地域

ケアサ
ー ビス の 利用は欠かせな い もの で あるo

療養者及び家族 の そ の 時 々 の 状態に応じ て ､ 利

用するケアサ ー ビス の 内容や量は当然の こ とな

がら変化するo だか ら こ そ ､ ケア の 連続性や
一

貫性は､ 地域ケアサ ー ビス の 質を保障する上 で

極めて重要な も の と考える
o 地域ケ アサ

ー ビ ス

は実際､ 医療機関, 訪問看護ス テ
ー シ ョ ン ､ ホ

ー ム ヘ ルパ - 等の介護支援事業所等, 様 々 な立

場の ケア従事者が関与する｡ 現在.､ 介護保険制

度の適用者の場合には , ケアプラ ン作成及びそ

の調整は介護支援専門員が担うようにな っ た｡

介護保険制度が開始され て 4 年経過 した と こ ろ

であるが
, 地域ケアサ

ー

ビス の質を形成するケ

アの連続性や
一

貫性を確保する上 で ､ 介護支援

専門員の 担う役割はますます重要な もの とな っ

て い る
o

本研究 で は ､ 地域ケアサ
ー ビス の 質を保障し

向上させ る上で極めて重要となるケア の 連続性

や
一 貫性にかかわる連携の 実態を ､ 既に雑誌等

に報告され て い る事例を用 い て 明らか にする こ

とを目的とする｡ それ により､ 地域ケアサ
ー

ビ

ス の 質の評価にかかわ る指標及び方法を検討す

る｡

lI . 方法

1 . 調査 を行う上で の基本的な考え方

本研究 で は ､ 療養者本人(以下 ､ 本人 と略す)

及び家族の 立場を基本に据え て , ケア の 連続性

や
一

貫性 にかか わ る連携 の 実態 を明らか にす

る ｡ そ の ため ､ 介護保険制度開始後 の 関与事例

ばか り で はなく , 介護保険制度開始前に関与し

た事例を も含めて調査する｡ それによ り､ 連携

の 実態にかかわ る本質を追究する ｡

また ､ 連携の 実態を調 べ る上 で の視座として ,

行政保健師 の連携 の行為に焦点をあ て る｡ 行政

保健師の連携にかかわ る 行為を調 べ る こ とによ

り､ 本人 をケア の対象とするだけ で なく ､ また

介護保険制度 の適用 に焦点をあて るだけ で はな

く ､ 本人 と家族が 真に必 要とする地域ケアサ
ー

ビ ス の提供にかかわる連携 の実態､ 及び地域を

単位と した地域ケア体制づくりにか かわる連携

の実態が 明確になる と考えるから で ある ｡

2 . 調査方法

1 ) 分析対象

医療機関, 訪問者護ス テ
ー シ ョ ン ､ 在宅介護

支援セ ンタ
- 等の ケア従事者が発表者であ る在

宅療養支援 の事例報告の うち , 行政保健師 ( 煤

健所及び市町村) と連携を取 っ た記載があり､

か つ 以下 2 ) に示す調査項目に つ い て具体的な

内容が読み取れ る事例報告を最終的な分析対象

として選定した｡

事例報告 の収集は ､ 地域保健法 の開始された

平成 7 年 ( 1 9 9 5 年) か ら平成 1 5 年(2 0 0 3 年)

に出版され て い る文献を対象とし
､

｢ 連携+ ｢ 協

働+ ｢ 看護+ をキ
ー

ワ
ー ドと して , 医学中央雑

誌による検索 の 他､ 看護系雑誌 の うち ｢ 保健婦

雑誌+ ｢ 地域保健+ ｢.生活教育+ ｢ 訪問者護と介

護+ 4 誌の 総覧を行 っ た ｡

2 ) 調査項目

①報告者 の所属 ･ 職位､ ②事例の概要 ( 年齢
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･ 現病 ･ 家族構成) , ③連携を必要とした 内容､

④連携を取 っ た行政保健師 の 所属 (保健所また

は市町村) ､ ⑤行政保健師 の 連携 にか かわ る行

為 , (参連携に よる成果 (療養者本人 ､ 家族 , 逮

携 を取 っ たケア従事者そ れ ぞれ に と っ て の 成

果) ､ ⑦連携 を取 っ た こ とに関する報告者 の意

見 ･ 学び ･ 考察

HI . 結果

21 事例を分析対象 とし て選定した ｡

1 . 報告者の所属 ･ 織位 ( 表 卜1
､ 表 卜2

､

表 卜3)

病棟看護師 による報告が 2 1 事例中 10 事例を

占め最も多く , 次い で 病院内の 訪問部門 ･ 総合

相談部門看護師による報告が 5 事例あ っ た o 病

院内の訪問者護部門 ･ 総合相談部門看護師によ

る報告は看護師長 ･ 主任 の立場 の者が比較的多

か っ た｡

2 . 事例の概要 ( 表 卜1
､ 表 卜4 ､ 表 ト5 ､ 表 ト6)

2 1 事例にお い て ､ 本人の 年齢は 6 5 歳以上が

9 事例と最も多く , 次い で 4 0 歳 -

6 4 歳が 7 事

例 ､ 小児 ( 児童以上) 2 事例 ､ 小児 ( 乳幼児)

2 事例 ､ 不 明 1 事例であ っ た｡

6 5 歳以上で は本人 の 現病 は脳血管疾患が多

く ､ 他にがん ､ 在宅酸素療法受療等であ っ た . 4 0

歳 - 64 歳 で は本人 の現病は A L S ､ 多発性硬化

症等 の難病が多く ､ 他にが ん等 であ っ た ｡ 小児

( 児童以上) は気管支噂息､ 超重症心身障害 で

あ っ た｡ 小児 (乳幼児) は超低出生体重児, ダ

ウ ン症であ っ た ｡

独居は日中独居者を含め ると 7 事例あり､ 本

人 の現病は在宅酸素療法 2 事例 , 脳血管疾患 2

事例 ､ 難病 1 事例 ､ がん,1 事例 ､ 脳性小児麻痩

1 事例であ っ た｡ 高齢者夫婦世帯は 2 事例あ り､

本人 の現病は脳血管疾患 1 事例 , がん 1 事例 で

あ っ た.

3 . 連携を必要と した内容 ( 表 卜り

21 事例にお い て ､ 連携を必要七判断された
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内容は ､
｢ 退院支援及 び在宅療養 の 継続支援+

が 1 7 事例 とほとん どを占めた ｡ そ の 他に 0 歳

児の ダウ ン症児 を抱 える家族 へ の 児の 受容支

援､ 難病及びがん タ
ー

ミナル期の 支援等 で あ っ

た ｡

4 . 連携を取 っ た行政保健師の所属 ( 表トり

記載 の あ っ た 1 3 事例をみる と､ 市町村8 事

例､ 保健所 8 事例で あ っ た ｡ こ の うち 3 事例は

市町村と保健所 の両者に連携を求め て お り, 難

病 2 事例 , 脳性小児麻痩 1 事例であ っ た ｡ 本人

の 現病によ っ て連携を取 っ た行政保健師の 所属

の 傾向に違い はみ られ なか っ た ｡

5 . 行政保健師の連携にか かわる行為 ( 表 2)

療養者及 び家族に対する行為には ､
｢ 食事指

導等 の 生活指導+ ｢ 病状観察 ､ 服薬指導 ､ 介護

援助等 の 直接的看護援助+ ｢ 情報把握及 び療養

生活の 評価+ ｢ 社会資源 ･

サ
ー ビ ス に関する情

報提供+ ｢ 社会資源 ･

サ
ー ビス の 導入 と調整+ ｢地

域の 医療機関 へ の 交渉+ ｢ 行政窓 口 との 調整+ ｢精

神的支援+ ｢ 経済的問題 へ の支援+ ｢退院後の援

助に つ い て意向を確認+ がみられた｡ また他機

関の看護職 ･ 他職種等 の ケ ア従事者に対する行

為 とし て ､
｢ カ ン フ ァ レンス ･ 会議 ヘ の参加+ ｢社

会資源 ･ サ - ビ ス に関する情報提供+ ｢ サ
ー ビ

ス 提供者間 の 調整+ ｢ 療養環境 ･ 支援体制全体

の 評価 ･ 助言+ がみ られた ｡

こ れ ら の行政保健師 の行為に つ い て ､ 市町村

保健師の 行為 と保健所保健師 の行為 の そ れぞれ

に大きな違い はみられなか っ たが , 療養者 ･ 家

族 に対す る行為 の 中で ｢ 情報把握及 び療養生活

の 評価+ ｢ 社会資源 ･ サ
ー

ビス の 導入 と調整+

にお い て , 市町村保健師 の方が保健所保健師に

比 べ て 若干多く の 関与があ っ た｡ また他機関の

看護職 ･ 他職種に対する行為 の 中で ､
｢ カン フ

ァ レン ス ･ 会議 へ の 参加+ ｢ 療養環境 ･ 支援体

制全体の 評価 ･ 助言+ にお い て , 保健所保健師

の 方が市町村保健師に比 べ て若干多く の 関与が

あ っ た o



保健所と市町村 の 両者の保健師に連携を取 っ

て い た 3 事例では ､ 市町村保健師は家族の精神

的支援及び介護支援 ､ ボラ ンテ ィ ア等身近な 支

援費源の確保に関与してお り,

一 方保健所保健

師は,
1 つ の訪問 ス テ

ー シ ョ ン で は対応困難な

状態にみ るよう に , 支援体制全体の 調整に関与

して い る傾向があ っ た ｡

6 . 連携による成果 ( 表 3 )

連携を取 っ た こ とにより得られた もの が何で

あ っ たか を､ 各事例報告から読み取 っ た と こ ろ,

対象者本人 , 家族 , 関係ス タ ッ フ の そ れぞれ に

とっ て の成果 に分類する こ とが で きたc

1 ) 対象者本人にと っ ての成果

｢ 在宅 ヘ の 退院が可能とな っ た+ ｢ 在宅で の

療養生活が継続 で きた+ ｢ 最期ま で自宅で生活

する こ とが で きた+ ｢ A D L の改善+ , 療養生活

の改善事項 とし て ｢ 経済的負担 の 軽減+ ｢ 家屋

の改善 ･ 療養環境 の整備+ ｢ マ ン パ ワ
- の確保+

｢ トラブルが なく経過 ･

トラブル の 減少+ ｢ 外

出の機会の 確保+ ｢ 食生活 の改善+ ｢ 状態 の安定+

｢ 医療処置方法の 改善+ があり ､ さ らに ｢ 精神

面の安定 ･ 改善､ 意欲 の 向上+ ｢ 入院中か ら退

院後の継続指導が ス ム
ー ズに行わ れた+ の 成果

があ っ た .

2 ) 家族にと っ て の成果

｢ 家族 の 姿勢が 前向きにな っ た+ ｢ 精神的な

安心 ･ 余裕が で きた+ ｢ 悲しみや 怒り の 軽減 ,

将来 へ の 不安の軽減+ ｢ 介護に自信が もて た+ ｢ 家

族の 生活にゆとりが できた+ ｢ 介護 へ の対応が

上手くでき るよう にな っ た+ ｢ 介護負担が軽減

された+ ｢ 介護技術 ･ 知識が習得で きた+ ｢ 家族

の生活や健康を保ち つ つ 介護が で きた+ の 成果

があ っ た ｡

3 ) 関係 ス タ ッ フ にと っ ての成果

｢ ス タ ッ フ が余裕 ･ 自信を も っ て対象に関わ

れるようにな っ た+ ｢ 共通の 認識が もてた+ ｢そ

れぞれ の役割が 明確 にな っ た+ ｢ 緊急時受け入

れ てくれ る病院が確保 で きた+ ｢ 1 つ の 訪問者

護ス テ
ー シ ョ ンだけに経営上 の負担がかか らな

くな っ た+ ｢ 院内の 連絡網が充実した+ の 成果

が あ っ た ｡

7 . 連携を取 っ た こ とに関する報告者の意見
･

学び ･ 考察

各事例の 報告者にと っ て , 連携を取 っ た こ と

の 意見 ･ 学び ･ 考察の 記載を整理 した ｡

｢ 各職種 の役割に つ い て の認識 の深まり+ ｢ 院

内だけでなく ､ 地 域の ス タ ッ フ との連携 の メリ

ッ トに つ い て の 理解+ ｢ 院内の問題点 ･ 改善点､

今後 の 看護職 の役割に つ い て の 学び+ ｢ 地域 の

ス タ ッ フ と の情報交換 ･ 意見交換 の重要性に つ

い て の 理解+ ｢ 共通する 目標を持ち ､ 役割分担

を明確にする こ と の重要性に つ い て の 理解+ ｢ 連

携を取る こ とで退院にあた っ て ､ 現実的 ･ 具体

的 ･ 妥当な支援が可能とな る+ 等がみ られた ｡

lV . 考察

事例報告から選定した 21 事例から ､ 行政保

健師との 連携を取 っ た療養者の概要, 行政保健

師との連携を必要とした内容, 行政保健師 の 連

携にかかわる行為､ 連携による成果を調 べ たと

こ ろ以下 の特徴がみられた ｡

すなわち ､ 行政保健師と連携を取 っ た療養者

の現病は , 脳血管疾患 ､ が ん､ 難病等 の疾患が

比較的多 い こ と ､ また日中独居者も含め ､ 独居

者が比較的多 い傾向にあ っ た｡
こ れは本報告書

にお ける ､ 調査 1 - 調査 3 ｢ 介護支援専門員 ･

居宅介護支援事業者と行政保健師との 連携 ( そ

の 1 - そ の 3 ) + 並びに調査 4 基幹型在宅介護

支援セ ン タ
ー

に属する看護職の役害如こ つ い て の

それぞれ の 調査結果と同様の 傾向を確認する こ

とがで きた ｡

行政保健師との 連携を必要と した内容は,
｢ 退

院支援及び在宅療養の 継続支援+ が はとん どで

あり , 保健師の 連携にかかわる行為は ､ 本報告

書における調査 2 ｢介蔑支援専門員 ･ 居宅介護

支援事業者 と行政保健師と の連携 ( そ の 2 ) +

-
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の 調査と同様の 傾向を確認する こ とができた o

連携によ る成果 は､ 本調査より , 療養者本人 ､

家族､ 関係ス タ ッ フ の それぞれ の 観点か ら資料

が得られ ､
こ れは調査 2 ｢ 介護支援専門員 ･ 居

宅介護支援事業者 と行政保健師との 連携 (そ の

2 ) + にお い て確認 で きた 内容と重複する 内容

があ っ た ｡ 連携による成果は ､ 今後更に検証す

る必 要性がある と考え られ るが ､ 本調査か ら整

理 できた連携による成果 の各項 目は ､ 地域ケア

サ
ー

ビス の質を保障し向上 させ る活動 の評価指

標として活用 可能 で はな い か と示唆された ｡

V . 結論

在宅ケ ア の連続性や
一

貫性 にかか わるケ ア従

事者同士 の連携 の実態を
､ 行政腹健師 の 関与し

た事例に焦点をあ て て ､ 文献事例報告を用い て

明 らか にした o 平成 7 年 - 平成 1 5 年に公表さ

れて い る看護系雑誌等 の文献より 2 1 事例を選

定し調査対象とした｡ そ の 結果, 療養者 と家族

を支えるケア従事者と行政保健師と の連携 の 実

態は ､ 本報告書の 他の調査結果 と同様な傾向を

示 して い たが ､ 本調査か らは特に , 療養者本人 ､

家族 ､ 関係ス タ ッ フ それぞれ に と っ て の連携の

成果に関する資料が得られ , こ れ らは地域ケア

サ ー ビス の 質を保障し向上 させる活動 の評価指

標 とし て活用可能 と考え られ た ｡

-
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表卜1 分析対象事例の概要

報告者 報告者の 所 属
.

聴位 本人

年齢

本人 の 現病 連携を取っ た

保健師の 所属

連携を必要とした 内容 家族構成

病棟看護師

大学病院看護師 6 2 難病( 多発性硬化 症) 市町村 長期入 院 退院支援 その

後 の 在宅療養の 継続支援

妻 ･ 妻 の 母 ･ 娘2 人と

同居

小 児 科病棟看護師 1 7 気管支瑞息 記載なし 長期入 院後の 家庭復帰支援 両 親 弟2 人 妹1

人

病院病棟看護師 65 H O T D M 保健 所 入 退院を繰り返す 退院支
揺

独居

病院神経内科病棟
看護師

61 難病(脊駄小 脳変性

症)

記載なし 継続指導 妻と2 人 暮らし 近

所に長女

病院外科病棟婦長 45 乳 が ん 保健所 退院支援 夫と子供3 人

71 S 状結腸が ん うつ 病 記載なし 退院支援 独居

病院看護師 45 h 脳性小 児麻痔 保健所 ･ 市町

村

入 退院を繰り返す 在宅療

養の 継続支援

独居

病院未熟児センタ
ー

看護師

1 超低出生体重児
H O T

記載なし 退院支援 祖 父母 r 両親 ･ 兄

病院重症心身障害 7 超重症心身障害児 市町村 長期入院 退院支援 その 祖母
r

両親 ･ 兄弟5

看病棟副看護師長 後 の 在宅療養 の 継続支援 人

病院小 児 . 産婦 人科

病棟看護師

0 ダウン 症 保健所 退院支援 障害児の 受容支

援 その 後 の在宅療養 の 継

続支援

両 親 兄

医院看護師
医 院看護師 71 脳血 管疾患 記載なし 退院支援 2 人 の 息子と3 人 事

らし

病院看護部
病院看護部長 70 脳血 管疾患 保健所 退院支援 独居

病院看護部主任 不 明 難病( A L S) 保健所･ 市町 退院支援

院内 訪問
･

総合相談部

門看護師 ･ 保

健師

総合相談･ 地域連携

室保健婦

80 脳 血 管疾患 市町村 入 退院を繰り返す 退院支
摸 その 後の 在宅療養 の 継

続支援

妻と2 人暮らし

大学病院リハビリテ ー ショ 79 前立腺がん 脊椎転 記載なし 退院支援 その 後の 在宅療 妻と2 人事らし
ン部副看護師長 移 葺の 継続支援

労災病院婦長:在宅

ケア支援委員会委員

58 脳 血 管疾患 記載なし 退院支接 妻と2 人の 子 供と同

居
病院訪問看護室 看 81 脳 血 管疾患 老 人性う 市町村 入 院 へ の 関わり 退院支援 娘と同居
護師長 つ 病 その 後の 在宅療養の 支援

病院神経難病専門

看護師 総合相談部

主任

50 難病( A L S) 保健所 退院支援 在宅療養 の継続

支援

訪問看護ス

テ ー ション 看
護師 ･

保健師

訪問看護ステ
ー ション看

護師

7 8 H O T D M 市町村 入院 へ の 関わり 退院支援
その 後の 在宅療養 の 継続支
揺

独居

訪問者護ステ
ー ション看

護師

4 6 難病 保健所 ･ 市町

村

在宅タ ー ミナル 養 父と弟と同居

在宅介護支
援センタ ー

保

健師

在宅介護支援セン

タ ー 保健師
7 2

直腸がん タ
ー ミナル 記載なし 在宅タ ー ミナル 長男夫婦と孫3 人と

同居

-
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表 ト2 報告者の 所属.

病棟看護師 9

医院看護師 1

病院看護部 2

院内 訪問 ･ 相談部門看諌師 ･ 保健師 5

訪問看護ス テ ー ション 2

在宅介護支援センタ ー 看護師 ･ 保健師 1

合計 20

表 ト3 報告者 の繊位

看喜章師 9

保健師 2

看護師長 ･ 副看護師長 ･ 主任 7

看護部長 1

不 明 1

合計 2 0

表 卜4 療養者 の年齢

65 歳以上 9

成人 7

小 児( 児童以 上) 2

小 児( 乳幼児) 2

明記なし 1

合計 21

表 ト5 療養者の現病

脳血 管疾患 5

難病 5

が ん 4

在宅酸素療法 2

気管支嘱息 1

脳性小児麻ヰ 1

超低出生 体重児 1

超重 症心 身障害児 1

ダウン 症 1

合計 21

表1
-

6 家族構成

独居 5

日 中独居 2

高齢者夫婦 2

その他 l l

明記なし 1

合計 21

表2 行政保健師の 行為

項目 内寧 事例

件数

保健師の 所属

市 町 村 保健所 不 明

療養者
･ 家族に対する行

負

食事指導等の 生活指導 5 2 1 2

病状観察 ､ 服薬指導 ､ 介護援助 4 l 1 2

情報把握及 び療養生活 の 評価 4 3 1

社会資源 ･ サ ー ビス に 関する情報提供 2 1 1

社会資源 ･ サ
ー ビス の 導入と調整 8 4 2 2

地域の 医療機関 へ の 交渉 1 1

行政との 調整 1 l 1

精神的支援. 3 1 1 1

経済的問題 へ の 支援
_

2 1 I

退院後 の 援助につ い て意向を確認 3 l 2

他機関の 看護職 ･ 他職種

に対する行為

カンファ レン ス
･

会議 へ の参加 1 T 4 7 6

社会資源
. サ ー ビス に 関する情報提供 1 1

サ ー ビス 提供者間の 調整 5 3 2

療養環境 ･ 支援体制全体の 評価 ･ 助言 3 2 1

-
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表3 連携に よる成果

成果の 対象 内容 事例件数

対象者本人にとっ て

在宅 へ の 退院 が可 能となっ た 1 4

在宅で の 療養 生 活が継続できた 4

最期まで自宅で 生 活する ことが できた 1

A D L の 改善 1

療養生 活が改善された
･ 経済的負担 の 軽減 2
･ 家屋 の 改善 療養環境の 整備 3
･ マ ン パ ワ

ー ( ヘ ル パ ー . ボラン ティア) の 確保 6
･ トラブル が なく経過 トラブ ル の 減少 3
･ 外 出の 機会 の 確保 4
･

食生 活 の 改善 3

･ 状態の 安定 3
･ 医療処 置方法の 改善 1

精神面の 安定. 改善 意欲の 向上 7

入 院中から退院後の 継続指導が ス ム ー ズ に行われた 2

家族にとっ て

家族の 姿勢が前向きになっ た 4

精神的な安心 ･

余裕 ができた 3

悲しみ や 怒りの 軽減 将来 へ の 不 安 の軽減 1

介護に自信が 持てた 2

家族の 生 活にゆとりが できた l

介護 へ の 対応 が上 手くできるようになっ た l

介護負担が軽減された 4

介護技術 ･ 知 識が 習得できた 6

家族の 生 活や健康を保ちつ つ 介護が できた 4

関連 スタッ フにとっ て

スタッフ が余裕
.

自信をもっ て対象に 関われるようになっ た 4

共 通の認識 がもてた ( 問題点 ･ 目標を見直し
､ 共有したうえ で 対策が立 て られf ll

それぞれ の 役割 が 明確 になっ た 7

緊急時受け入 れてくれる病院 が確保できた _1

1 つ の 訪問看護 ステ ー ション だ けに経営上 の 負担が か からなくなっ た 1

院内 の 連絡網 の 充実 l

表4 連携をとっ たことに関する報告者の 意見
･ 学び ･ 考察

内容 事例件数

各職種 の 役割につ い て の 認識の 深まり 7

院内だ けでなく､ 地域 の スタッフとの 連携 の メリットに つ い て の 理解 5

院内 の 問題点
･

改善点 ､ 今後の 看護聴 の 役割 につ い て の 学び 4

地域の スタッフ との 情報交換
t

意見交換重要性 に つ い て の 理 解 3

共通 の 目的を持ち､ 役割分担を明確 にすることの 重要性 につ い て の 理解 3

連携をとることで退院 にあたっ て､ 現実的t 具体的 ･ 妥当な支援が可能と
3な る

所属する病院､ 所属部署等 の 地域に おける役割 につ い ての 学び 2

同行訪問の 意義 2

スタッフが集まり
､ 検討する場をもつ ことの 重要性に つ い ての 理 解 1･

社会資源や 地域 のシ ステ ムに 関する知識の 重要性 1

関わる機関や人が多い ほ ど調整役が必要 1‾.
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紘 括



総 括

各 調 査 の 結 果 を 総括 し ､ 地 域 ケ ア サ
ー

ビ ス の 質 に か か わ る 指標 を 整理 し た o こ

れ ら は ､ 問題 状況 ､ 対 応 ､ 成 果 の 3 局 面 か ら 構 成 さ れ る
｡

こ れ ら 3 局 面 に 関 し て ,

そ れ ぞ れ □ で 示 す項 目 を 療 養 者及 び家 族 の 状 態 を 評価 す る 指 標 と し て 活 用 し た な

ら ば ､ 療養 者 及 び 家族 の 必 要 とす る 地 域 ケ ア サ ー ビ ス の 質 を 保障 し 向 上 さ せ る 活
動 を 推 進 す る 必 要 性が 明 ら か に な る と考 え る ｡

こ れ ら の 指標 の 有用 性 に つ い て の 検 証 は ､ 今 後 の 課 題 で あ る ｡

塾塵_生ヱ_里 二 土星
_
壁
_
賃lS か か わ る 評 価 の 局面 ( I) b a s e) と 指標

>

状 態

要 支援 者 が い る

健 康
･

生 活問 題を も つ

が ち で あ る

状態

入れ 困難 な 状態

介護 ニ ー ズ の 両 者 を有 する

え て い る

業者

で きな い 援 助 ニ ー ズ が ある
- ズ が あ る

す る

す る

ア 従 事者 に 対す る

対 応

者

業者

と事

敬

充足

助 ニ

= *

声FI

外

支援

に 対

に 対

等 ケ

へ の

局 面

低 い

数 の

員 が

立 し

高 い

受 け

及 び

を抱

拒否

拒否

拒否

介護

と事

門 島

の 分

的 に

の 接

未申

適 用

神 的

杏

妻 者

家族

パ ー

指 導

の 見 守り

い 高齢 に 対 す る 地 域支 援

する個別 の か か わ り

域 内 の ケ ア ニ ー

ズ へ の 対 応

把 握 ･ 地 区診 断

で あ る 同居 家 族

の 共有

く り

事 例 の 個 別 性 の 共 有

的 な 問題

の 医療 処置 に 対す る意 思決 定

送 先病 院

度 へ の 啓 発

57

< l . 問 題状 況 の

□ 豪 族 の 介 護力 の

ロ 家族 内 に 複

□ 同居 家族 全

□ 社 会 か ら孤

□ 医療 の 必要 性 の

□ 事 業者 側 の

□ 医療 ニ ー

ズ

ロ 精 神 的問題

□ 医療 未 受診

口 医療 中断

ロ サ ー ビ ス 利 用 の

□ 本 人 に よる

□ 家族 に よ る

□ 意 思 疎通 の 問題
L

u 本 人と 家族

□ 本 人 ･ 家族

□ 介護 支援 専

□ 事業 者 間

□ 事 業 者 間 の 役 割

□ 介 護 保 険 で は 畳

口 介 護 保 険適用 外

□ 介護 保 険 の

口 介護 保 険 の

□ 介 護 家族 へ の 楕

□ 虐 待 ､ 暴 力 ､ 拒

□ 家族 か ら療

口 癖 養 老 か ら

ロ ホ ー ム ヘ ル

ロ 食 事指 導
･

栄 養

□ 独 居者 の 見守 り

口 安 否 の 確 認

□ 精 神 的支 援

□ 健 康 や生 活

□ 身寄 り の な

□ 生 や 死 に 対

ロ 潜 在 し て い る 地

口 地 域 の 実 態

□ 予防 的対 応

口 障害 者

口 関係者 と の 開 港

□ 共 有 の 場 ゴ

ロ 公 の 立 場 か ら の

□ 痴 呆 で 金 鉄

□ 本 人 ･ 家 族

□ 緊急 時 の 搬

ロ ー

般市 民 へ の 制



< H . 対 応 の 馬面 >

□ 本 人 ･ 家 族 へ の 対 応

□ 病 状 観察
･

情報 把 握

□ 生 活指 導
･

介護 指 導

口 実際 的 な 介 護援 助

□ 療養 生 活 の 評 価

□ 社 会 資源 ･ サ ー ビ ス に 関 す る 情報 提 供
□ 社 会資 源 ･ サ ー ビ ス に の 導 入 と調 整
□ 地域 の 医療 横 関 へ の 交 渉
□ 行政 窓 口 と の 調整

口 精神 的 支援

口 軽済 的 問 題 へ の 相談 支 援
口 退院 後 の 援 助 に つ い て の 意 向 を 確 認

□ 他 横 開 へ の 対応

ロ カ ン フ ァ レ ン ス ･

会 議 へ の 参 加
ロ カ ン フ ァ レ ン ス ･ 会 議 の 開催

口 社 会 資源
･ サ ー ビ ス に 関す る 情報 提 供

ロ サ ー ビス 提供 者 の 調整

口 本 人 ･ 家 族 と サ ー ビ ス 提供 者 間
口 サ ー ビス 提 供 者間

口 療養 環 境 ･ 支 援 体制 全 体 の 評価 一 助 言
□ 地域 内 に 必要 な 事 業 の 企 画 と適 切 な部 署 へ の 担当 の 依 頼( 委 託)

< 川 . 成果 の 局面 >

口 癖 蓑者 本 人

口 在宅 へ の 退 院 可能

口 在宅 で の 療 養 生活 の 継 続
口 自宅 で の 看 取 り

□ A D L の 改善

口 療 養生 活 の 改善

口 状 態 の 安 定

□ 食 生 活 の改善

口 医 療 処置 方法 の 改 善

ロ マ ン パ ワ ー

の 確 保

ロ ト ラ ブ ル な く 経 過 ･ ト ラ ブ ル の 減 少
口 家屋 の 改 善 ･ 療 責環 境 の 整 備
口 外 出機 会 の 確 保
□ 経済 的負担 の 軽 減

口 精 神 面 の 安 定 ･ 改善 ､ 意 欲 の 向 上

□ 入院 中 か ら退 院 後 の 継続 指 導 が ス ム ー

ズ に 成 さ れた

口 家族

□ 家 族 の 姿 勢 が 前 向 き に な っ た

口 精 神 的な 安 心 ･

余裕 が で き た

□ 悲 し み や 怒 り の 軽 減 ､ 将 来 へ の 不 安 の 軽 減
口 介 護 に 自 信が も て た

ロ 家族 の 生 活 に ゆ と りが で き た

□ 介護 へ の 対 応 が上 手 く で き る よ う に な っ た

□ 介 護 負担 が 軽 減 され た

□ 介 護技 術
･

知識 が 習得 で き た

□ 家族 の 生 活 や健 康 を保 ち つ つ 介 護が で き た

口 関 連 ス タ ッ フ に つ い て

ロ ス タ ッ フ が余 裕
･

自信 を も っ て 対象 に 関わ れ る よう に な っ た
□ 問題点 ･ 目標 に つ い て 共 通 の 認 許が も て た

□ そ れぞ れ の 役 割 が 明確 に な っ た

□ 緊 急時 受 け入 れ て くれ る 病 院が 確 保 で き た

□ 1 つ の 事 業所 だ け に 経 営 上 の 負 担 が か か らな く な っ た
ロ 院 内 の 連 絡 網 の 充実

-
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以 上


